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I 総 則 

 

 目的 

我孫子市水道局浄水場設備運転及び維持管理業務等包括委託（公契約）（以下「本業務」という。）

は、我孫子市水道局（以下「発注者」という。）の事業運営にあたり、浄水場の運転管理及び保守

管理等業務を包括的に事業者（以下「受注者」という。）に委託することにより、高度な技術力と

豊富な経験、創意工夫を活用して、運転管理業務をより高度化するとともに業務の効率化を図り、

より良質で安全な飲料水を安定的に供給することを目的としている。 

我孫子市水道局浄水場設備運転及び維持管理業務等包括委託業務要求水準書（以下「本水準書」

という。）は、受注者が本業務を遂行するにあたり、発注者が求める本業務の一般的水準を定める

ものである。 

 

 適用 

(１)受注者は、本業務の契約期間にわたって、最低限本水準書を遵守しなければならない。 

(２)受注者は本水準書に定める事項を満たす限りにおいて、本業務に関し自由に提案を行うこ

とができるものとする。 

(３)受注者が提出する提案については、発注者と受注者が協議を行ったうえで、その内容を本

業務の履行に十分反映させるものとする。 

 

 業務の履行 

(１)受注者は、契約書、本水準書、その他関係図書類及び関係法令を遵守し、施設及び機器類

を適切に運転・維持管理することにより施設の機能を十分に発揮し、安全で安定的な水道

水の供給を図るものとする。なお、本水準書に定めのない事項であっても、業務遂行に必

要と認められるものは発注者、受注者双方協議して定め、信義に従って誠実に履行するこ

ととする。 

(２)受注者は、業務従事者に必要な資格者を配置し、適正に業務を遂行する体制を整えるもの

とする。 

(３)受注者は、本業務が長期に亘り継続するものであることから、受注者の持つ技術力を活か

し、様々な取り組みや工夫を行って、業務の効率化や高度化を図るよう努めるものとする。 

(４)受注者は、本業務が水道水の供給という社会的使命を持つことを認識し、その役割を誠実

に行うものとする。 

(５)受注者は、再委託を行う場合において、可能な限り複数の見積もりを徴取し、金額や内容

など比較検討を行い、最適な再委託先の選定を行うこととする。  

(６)公共施設屋内で作業を行う場合は、従事者名簿を事前に提出し、当日名札等従事者である

ことの確認を行い、記録・報告をするものとする。 
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 業務委託期間及び契約 

業務委託期間は令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までとする。 

ただし、契約は単年度ごとに締結することとし、受注者は、特別な理由がない限り、上記期間内

における次年度の契約を拒否することができない。 

 

 対象施設 

(１)受注者が業務を実施する対象施設（以下「委託対象施設」という。）の詳細は別表１－１か

ら別表１－６のとおりとする。 

(２)受注者は、業務遂行上必要な委託対象施設及び設備機械器具等を無償で使用することがで

きる。 

（３）受注者は、委託対象施設にて作業するにあたり、次の点に注意すること。 

１ 妻子原浄水場は、来客者の車両が多数駐車していることから、作業機器の取扱いには 

十分注意すること。 

２ 湖北台浄水場は、湖北台図書館が隣接していることから、作業機械の取り扱いには十分

注意をすること。また、騒音及び図書館入口付近が作業範囲になる場合は、原則図書館

休館日に作業すること。なお、浄水場外周辺の作業時に一時的に作業車を停止する場合

は、作業車両の前後に交通整理員を配置し、通行人の安全を確保すること。 

３ 久寺家浄水場は、中学校及び福祉施設が隣接していることから、車両の出入りや作業 

機械の使用には十分注意をすること。 

４ 上記以外については発注者からその都度、伝達することとする。 

 

 準備期間 

(１)受託者は受託決定後から令和８年３月３１日までの間（以下「準備期間」という。）におい

て、発注者が指定する者から必要な技術、技能等の引き継ぎを積極的に受け、業務を誠実

に履行できるように準備しなければならない。ただし、受託者が令和６年度の「我孫子市

水道局浄水場設備運転及び維持管理業務等包括委託（公契約）」の受託者と同一の場合はこ

の限りではない。 

(２)受託者は、発注者の了解を得たうえで、前項の準備に必要な委託対象施設及び設備機械器

具等について、無償で使用することができる。 

(３)準備期間に要する費用は全て受託者の負担とする。 

 

 業務の内容 

本業務の内容は、Ⅱ 業務委託の範囲の第１章から第６章及び別表２に掲げる業務とする。 
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 法令等の遵守    

受託者は、本業務の履行にあたり、次に掲げる法令等を遵守しなければならない。 

(１)労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

(２)労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号） 

(３)職業安定法（昭和２２年法律第１４１号 

(４)労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号） 

(５)水道法（昭和３２年法律第１７７号） 

(６)電気事業法（昭和３９年法律第１７０号） 

(７)消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

(８)騒音規制法（昭和４３年法律第９８号） 

(９)水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号） 

(１０)大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号） 

(１１)廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号） 

(１２)エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号） 

(１３)個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

(１４)監督官庁からの指示命令等 

(１５)水道施設設計指針（日本水道協会編） 

(１６)水道維持管理指針（日本水道協会編） 

(１７)我孫子市公契約条例  

(１８)その他本業務の履行に関する法令等 

 

 危機管理 

  受注者は、大雨、台風、落雷、地震、その他の重大事故（施設の損壊、設備の重大な損壊、不

時の停電、水質の悪化及び機器異常）等（以下、緊急事態）の初期対応及び必要な措置がとれ

るよう、発注者の危機管理マニュアル等を参考にして、業務開始までに危機管理マニュアルを

発注者に提出し、発注者、受注者協議のうえ、詳細な危機管理対応を定めるものとする。 

 

  緊急時の体制 

受注者は、緊急事態に備え、速やかに業務従事者を非常招集できる体制を確保しなければな

らない。 

 

  緊急時の措置 

(１)受注者は、緊急事態が発生した場合、直ちに必要な初期対応を行った後、発注者に報告し

なければならない。 

(２)受託者は、我孫子市内で震度４以上の地震が発生した場合、千葉県内水道災害時対処要領

に基づき、被害状況の調査を行った後、発注者に報告しなければならない。 
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(３)緊急事態による水道利用者への損害を最小限にするため、発注者及び受注者は協力して必

要な措置を講ずるものとするが、受託者は最大限の誠意と努力をもって発注者に協力しな

ければならない。 

 

  緊急対応の費用 

  前節（３）の発注者への協力に要する費用が本業務の範囲を超えた場合、費用負担について

発注者と受注者で協議するものとする。 

 

  事故及びクレーム等の対応 

(１)受注者は委託対象施設の異常、あるいは異常を予期できる場合は、直ちに発注者に対して

状況報告をするとともに、必要な処置（現場確認、関係機関への連絡等）を講じることと

する。なお、水道利用者への影響を最小限に食い止め、安定供給のため最善の対応を図れ

るように努めなければならない。 

(２)受注者は、業務遂行中に建物、工作物、物品類等の施設に損傷を与えた場合、直ちに発注

者に報告することとする。 

(３)受注者は、業務の履行にあたってのクレームや問合せについては、誠意を持って解決にあ

たり、必要に応じ、その内容を速やかに発注者に報告するものとする。 

 

  委託業務監督者 

発注者は、受注者を指示監督するため、委託業務監督者を選任し通知する。 

 

  委託業務監督者の役割 

委託業務監督者は、次に掲げる権限を有する。 

(１)受注者に対する指示、承諾及び協議 

(２)本水準書等に基づく業務履行のための受注者が作成した帳票類の承認 

(３)本水準書等に基づく業務履行状況の検査 

(４)その他、発注者と受注者間の連絡調整 

 

  総括責任者 

(１)受注者は、業務従事者のうちから総括責任者を１名定め、氏名、履歴、資格内容及びその

他の必要事項を記載した総括責任者・副総括責任者選任通知書を提出すること。なお、総

括責任者は受注者と直接的な雇用関係にある者とし、業務履行期間においては本業務の専

任とし、他業務との兼任を禁ずる。 

(２)総括責任者は、上水道における浄水場等の運転管理について５年以上の実務経験がある者

とし、かつ、水道浄水施設管理技士２級以上の資格、又は水道法施行規則第１４条第３号

による水道技術管理者の資格を有する者とする。 
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(３)総括責任者は、現場の最高責任者として、業務従事者の指揮、監督を行うとともに、技術

の向上及び事故の防止に努めること。 

(４)総括責任者は、契約書、本水準書、その他関係書類により、業務の目的、内容を十分理解

し、施設の機能を把握し、発注者と綿密な連絡をとり、業務の適正かつ円滑な遂行を図る

こと。 

(５)総括責任者は、設備及び管理状況を的確に把握し、いかなる場合においても対処できる知

識及び体制の確保に努めること。 

(６)総括責任者は、発注者への運転管理報告及び打合せ調整等を円滑に遂行するため、勤務日

及び勤務時間は発注者と一日あたり４時間以上重なるように勤務体制を整えることとする。 

なお、総括責任者の調整がつかない場合には、発注者との協議のうえ、副総括責任者を代

行とすることができる。 

(７)総括責任者は、我孫子市水道事業水安全計画策定・推進チームにおける運転管理の担当者

とする。 

 

  副総括責任者 

(１)受注者は、業務従事者のうちから副総括責任者を１名以上定め、氏名、履歴、資格内容及

びその他の必要事項を記載した総括責任者・副総括責任者選任通知書を提出すること。な

お、副総括責任者は受注者と直接的な雇用関係にある者とし、業務履行期間においては本

業務の専任とし、他業務との兼任を禁ずる。 

(２)副総括責任者は、上水道における浄水場等の運転管理について３年以上の実務経験がある

者とし、かつ、水道浄水施設管理技士３級以上の資格、又は水道法施行規則第１４条第３

号による水道技術管理者の資格を有する者とする。 

(３)副総括責任者は、総括責任者を補佐及び代行することが可能な管理能力及び技術力を有す

る者とする。 

 

  業務従事者 

(１)受注者は、業務従事者の氏名、履歴、職種、職階、職務分担等（業務従事者の資格を証明す

るものを含む）を記載した業務従事者選任届を提出すること。なお、業務従事者は受注者

と直接的な雇用関係にある者とする。 

(２)業務従事者は、浄水場運転管理の実務経験を有する者又は、基礎的な技術を有し、運転監

視、保守点検等の業務を遂行できる技能を有する者し受注者が承諾したものでなければな

らない。 

(３)受注者の業務従事者について業務の履行上著しく不適格と認められる場合は、発注者、受

注者双方が協議のうえ、当該業務従事者を変更することができる。 
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  業務従事者の変更 

(１)受注者は、総括責任者、副総括責任者及び業務従事者を変更する場合、原則として１４日

前までに発注者に業務従事者等変更届を提出し承諾を得なければならない。 

 

(２)受注者は、新たに業務従事者を配置しようとする場合、発注者と受注者で協議のうえ、一

定期間の業務研修期間を設けなければならない。 

 

  提出書類 

業務の履行にあたり受注者が発注者に提出する書類は別表３のとおりとする。 

 

  業務計画   

受注者は、業務の履行にあたり各年度ごとに業務計画を策定し発注者に提出し承諾を得ること。

なお、記載事項は次のとおりとする。 

(１)業務概要に関すること 

(２)現場組織に関すること（本業務に係る受注者の支援体制含む） 

(３)業務工程に関すること 

(４)業務要領並びに運転指標、設備点検基準（周期、項目等） 

(５)安全衛生管理に関すること 

(６)保全、保安管理に関すること 

(７)各種報告書様式 

(８)その他必要事項 

 

  守秘義務 

(１)受注者は、当該施設及び業務に関して業務上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。

このことは、契約の解除後及び契約の終了後においても同様とする。 

(２)受注者は、本業務を履行するために用いた資料及びその結果等について、発注者の許可な

く第三者に転写、複写、閲覧又は貸出等を行ってはならない。 

(３)受注者は、業務上知り得た事項について、業務完了後、発注者が指定した保管を要すると

されたものを除き、情報及び資料を抹消、消却及び切断等再生使用不可能な方法により処

分しなければならない。 

 

  個人情報の保護 

受注者は、本業務の実施に伴い、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律及 

び我孫子市個人情報保護法施行条例並びに我孫子市個人情報保護法等施行規則を遵守するものと

する。また、受注者は個人情報の漏えい、減失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理、安

全確保のための措置を講じ、個人情報の保護に努めなければならない。 
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  施設の一般管理 

受注者は、施設及びその周辺は常に清掃を心がけ、整理整頓しなければならない。また、業務従

事者の安全衛生を確保するため、必要に応じて施設に安全衛生対策を施さなければならない。 

 

  事務室等の利用 

(１)本業務における受注者の主たる就業場所は妻子原浄水場２階操作室（以下「中央操作室」

という。）であり、受注者は善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。 

(２)中央操作室等の使用期間中、受注者の原因により汚損等があった場合は受注者の負担によ

り直ちに原状回復しなければならない。 

(３)本業務に直接係わる中央操作室等の使用に伴う電気、ガス、水道等は発注者が負担するこ

ととするが、受注者はその使用にあたっては節約に努めなければならない。 

机や椅子等の備品に関しては既存のものを使用し、追加で必要な場合は発注者と協議の上、

受注者が用意する。 

 

  火災の防止 

受注者は、施設及び諸室の火災の発生を未然に防止するため、火気の正確な取扱い及び後始末を

徹底させ、火災防止に努めなければならない。 

 

  盗難防止等 

受注者は、設備機器、備品工具類の盗難及び水道施設への不法侵入を防止するため十分な監視及

び施錠の徹底に努めなければならない。また、発注者から貸与したものについては管理を徹底す

ること。 

 

  業務従事者の服装、態度等 

業務従事者は、安全かつ清潔で統一した作業服等を着用し胸には名札を着用すろものとし、名札

の記載内容については発注者と協議にて決定とする。また、訪問者及び電話の対応においては、

相手に不快感を与えないなど、態度等には十分注意しなければならない。 

 

  健康診断の実施 

受注者は、業務従事者を対象に、水道法第２１条第１項及び水道法施行規則第１６条に定める定

期及び臨時の健康診断を受注者の負担にて行わなければならない。 

  一括再委託の禁止 

(１)受注者は、業務の全部又は主要な部分（第３１節）を第三者に委任し、又は請け負わせて

はならない。 

 

 

 



11 

(２)受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ

書面により発注者の承諾を得なければならない。なお、我孫子市公契約条例第４条第３項

に基づき、地域経済及び地域社会の活性化に寄与するため、市内に事務所を有する事業者

を下請負者及び資材等の購入先として使用するよう努めなければならない。 

(３)業務の再委託に関する基準と運用については、我孫子市再委託に関するガイドライン  

（最新版）を適用する 

 

  主要な部分 

本業務における主要な部分は、Ⅱ業務委託の範囲 第１章「運転監視操作業務及び巡回点検業務」、

第５章第１節「水質問合せ対応業務」及び第５章第２節「水質管理業務（洗管作業）」とする。 

 

  技術力の向上 

(１)受注者は、本業務の目的である「運転管理業務の高度化」、「良質で安全な飲料水の安定供

給」を達成するため、別表２に掲げる全ての業務において責任をもって総括的な管理を行

わなければならない。また、発注者の保有する全ての浄水場設備に対する知識と技術力の

向上に努めなければならない。 

(２)受注者は、前項により蓄積した知識と技術力を運転監視操作業務、巡回点検業務及び緊急

時の対応等に反映することで本業務の技術レベルの向上を図ると共に、業務従事者に対し

必要かつ有効な教育を行い、業務従事者の育成を図り、技術の向上に努めなければならな

い。 

 

  環境への取り組み 

 受注者は、委託対象施設の省エネに取り組み、環境への負荷の軽減に努めることとする。 

  

  保険 

受注者は、委託期間において、受注者の責に帰すべき事由により生じる損害等に対応できる保険

等に加入しなければならない。 

 

  リスク管理 

業務におけるリスク管理の考え方は、適正にリスクを分担することによってより低廉で質の高

いサービスを提供することを目的とするものであり、業務遂行上の責任は、原則として受注者が

負うものとする。ただし、受注者が責任を負うべき合理的な理由がある場合については、受注者

と協議のうえ、これを負うものとする。 

 

  リスク分担 

発注者と受注者のリスク分担については別表４によるものとする。 
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  債務不履行 

事業の継続が困難となった場合は次のとおりとする。 

(１)受注者の債務不履行の場合 

１  受注者の提供するサービスが契約に定める水準を下回る場合及び受注者の責に帰すべき

事由による債務不履行又はその懸念が生じた場合、発注者は受注者に対して書面にて改

善勧告を行い、一定期間内に改善策の提出及び実施を求めることができる。なお、受注

者が当該期間内に改善をすることができなかったとき発注者は契約を解除することがで

きる。 

２  受注者が倒産、又は財務状況が著しく悪化し、契約に基づく本業務の継続が困難である

と認められる場合、発注者は契約を解除することができる。 

３  １又は２において、発注者が契約を解除した場合、受注者は原則として原状回復の義務

を負う他、発注者は受注者に対してこれにより生じた損害の賠償を請求することができ

る。 

(２)発注者の債務不履行の場合 

発注者の責に帰すべき事由により本業務の継続が困難となった場合、受注者は契約を解除

することができる。また、この場合受注者は発注者に対し、これにより生じた損害の賠償を

請求することができる。 

(３)当事者の責に帰することができない事由により本業務の継続が困難となった場合 

不可抗力その他発注者及び受注者のいずれの責にも帰することができない事由により本業

務の継続が困難となった場合、発注者及び受注者双方は、本業務継続の可否について協議す

る。なお、一定の期間内に協議が整わなかったときは、それぞれ相手方に事前の書面により

その旨の通知をすることにより、発注者及び受注者は契約を解除することができる。 

 

  事業実施状況の監視 

(１)発注者は、受注者により提供されるサービスの履行確認のため、定期又は随時に書面及び

現地調査等により監視を行うものとする。 

(２)発注者と受注者は本業務の技術向上を目的とした会議を概ね一月に一回行うこととする。 

（３）月間評価にて業務要求水準書等の水準を満たしているか評価を行い、水準を満たしさず   

改善が必要な場合は、発注者が書面にて改善命令を提出し、受注者は改善命令に対し書面

にて改善書を提出することとする。なお、改善書においても改善されず、毎年の総合評価

にて別途発注者が定める基準にて B 評価（６０点未満）であった場合は、契約を解除する

ことができる。 
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  委託料の請求及び支払 

(１)委託料は、運転監視操作業務、巡回点検業務及び水質問い合わせ対応業務については月払

いとする。また、その他の業務については各業務の完了後払いとし、発注者所定の手続き

に従い委託料を請求するものとする。 

 

(２)発注者は、受注者から請求を受けたときは、委託業務の履行内容を確認し、請求書の提出

後に支払うものとする。 

 

  業務引継ぎ 

受注者は、本業務の期間が満了するとき又は契約が解除されるときは、発注者の指定する者に対

し発注者が定める期間内に、本業務に係る全ての業務引継ぎを行うものとする。受注者は引継ぎ

した内容を書面で発注者へ報告し承認を得ること、引継ぎ時に発注者は立会することが出来るも

のとする。 

 

  疑義等 

本水準書に疑義を生じた場合又は、本水準書に定めのない事項が生じた場合は、発注者、受注者

双方協議のうえ定めるものとする。なお、特別な理由及び緊急を要する場合は、発注者の指示す

るところによる。ただし、本水準書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事

項については、発注者と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 
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II 業務委託の範囲 

第１章 運転監視操作業務及び巡回点検業務 

 就業場所及び就業時間 

(１)運転監視操作業務の就業場所は中央操作室とし、運転時間は、委託期間中２４時間連続と

し、就業時間中は最低 1 名は在室すること。 

(２)巡回点検業務は、委託期間中原則として毎日（８：３０から１７：００）とする。ただし、

週２回（土曜日、日曜日）は簡易点検とする。  

 

 運転監視操作業務の水準 

中央操作室に設置された監視操作設備で委託対象施設のプロセス情報を監視し、浄水場等施設

の運転状況を的確に把握するとともに、水質、水量、水圧、水位等の調整を的確に行い取水、受

水、浄水、送水、配水の制御を２４時間実施するものとする。なお、施設系統図については図１

～図５のとおりとし、業務内容を履行するうえで、受注者が最低限満たすべき要件は次のとおり

とする。 

(１)運転管理 

１ 施設の運転・制御を適正かつ効率的に行うことにより、施設の消耗及び動力費等の抑制

に努めるものとする。 

２ 取水ポンプの運用に関しては、各取水井からの揚砂量を考慮し、着水井に堆積する砂の

量を極力低減するよう努めるものとする。 

(２)水量管理 

配水状況を適切に把握し、必要な設備・機械を運転し、取水量の調整、浄水処理工程での水

位等の調整、オゾン発生機の運転、ろ過水流量の調整及び配水池水位の監視を行う。また、

施設能力や市内末端圧力に応じた配水量等の調整を行う。なお、参考として計画一日最大配

水量、令和５年度の取水量・浄水量・受水量及び配水量実績及び令和６年度の取水・浄水・

受水計画を次のとおり示す。 

＜参考＞ 

１ 計画一日最大配水量 

妻子原浄水場  １４，５００ｍ３／日 

湖北台浄水場  ２４，０００ｍ３／日 

久寺家浄水場  １７，５００ｍ３／日 

合    計  ５６，０００ｍ３／日 

うち、北千葉広域水道企業団からの受水 ３６，４００ｍ３／日 

妻子原浄水場から湖北台浄水場への送水量 ４，４００ｍ３／日 

自己水源 １９，６００ｍ３／日 
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２ 令和５年度 取水量・浄水量・受水量及び配水量実績 

妻子原浄水場  （受水）  ６，７６１，７７０ｍ３／年 

   （配水）  ３，７６５，１４０ｍ３／年 

   （送水）  ３，０３３，０００ｍ３／年 

湖北台浄水場  （取水）   １，９３０，８６７ｍ３／年 

（浄水）   １，８３７，３３７ｍ３／年 

   （配水）  ４，９３７，７８５ｍ３／年 

久寺家浄水場  （受水）   ４，２３２，２１２ｍ３／年 

     （配水）   ４，１９４，２６８ｍ３／年 

合    計 （浄受水） １２，８３１，３１９ｍ３／年 

     （配水） １２，８９７，１９３ｍ３／年 

 

(３)水圧管理 

給水地点で水圧不足が生じないように、配水圧力を適切に管理し、最小圧力０．１５Ｍ㎩を

確保する。 

(４)水質管理 

原水の水質に応じて浄水処理を行い、給水区域末端部において水道法第２２条及び水道法

施行規則第１７条第１項第３号に示す残留塩素を確保するため、適切に次亜塩素酸ナトリウ

ムの注入を行う。なお、残留塩素の目標値は末端にて０．４ｍｇ／Ｌとする。また、連続自

動水質監視装置にて水質監視を行う。 

また、我孫子市水道事業水安全計画に基づく管理措置等を遵守すること。 

(５)受変電設備管理 

各浄水場の受変電設備の監視を行い、高圧進相コンデンサの操作等、必要に応じ各機器の操

作を行う。 

(６)データの整理 

運転操作等に係るデータについて、項目、記録方法を予め発注者と協議し、これを記録、分

析、整理、保管するものとする。 

 

 事故対応 

電力会社の停電や専用回線の不具合等の事故が発生した場合、発注者は関係各所に事故の状況

を確認し必要に応じて調査及び復旧の依頼をすること。また、事故により中央操作室からの監視

制御が不能になった場合、各浄水場に人員を配置し適切に運転操作を行うこと。 
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 巡回点検業務の水準 

浄水場の機能の維持と予防保全を目的として、計画的な日常点検、定期点検、臨時点検等を実施

し、運転状態の把握と異常の有無を調査する。また、異常又は異常が予期できる場合には適切な

対処を行うこととする。なお、業務内容を履行するうえで、受注者が最低限満たすべき要件は次

のとおりとする。 

 

(１)点検計画の立案 

委託対象施設の保守点検について、機械、電気、計装設備等の構造や特徴はもとより、浄水

場全体のシステムを十分に把握し、設備点検計画を立案する。また、当該計画に基づき、運

転管理に支障がないよう保守点検を行うものとする。なお、点検の区分は概ね次のとおりと

する。 

１ 簡易点検 

機器及び設備の異常の有無、徴候を見つけるために行う点検。主として目視、触感及び確

認による点検、設備の施錠及び機械警備の防犯確認、記録等の作業。 

２ 日常点検 

運転状態において、機器及び設備の異常の有無、徴候を見つけるために行う点検。主とし

て目視、触感及び確認による点検、簡易な補修及び調整、設備の施錠及び機械警備の防犯確

認、並びに清掃、記録等の作業。 

３ 定期点検 

機器及び設備の機能維持のため、１週、１か月、６か月、１年等の期間を定めて行う点検。

主として、測定、調整、オイル交換、給脂、分解清掃、簡易な補修、記録及び発注者の指定

する作業。また、必要に応じて各機器のメーカーや専門知識を有する者等に依頼をして点検

を行う。 

 

(２)点検作業の内容 

１ 目視によるもの 

機器及び設備全体を目視し、損傷、亀裂、漏洩、さび及び臭気、音等により正常か否かを

判断する作業。 

２ 触感によるもの 

機器に触れ、振動、温度等により正常か否かを判断する作業。 

３ 確認によるもの 

機器の圧力、温度、流量、電流等、計器の値が正常か否かを判断する作業。（目視及び触感

作業を含む。） 

４ 測定作業 

機器の摩耗状態及び作動が正常か否か測定機器（温度計、振動計、回転数計等）を使用し

て調べる作業。 
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５ 調整作業 

機器の正常状態からのずれを補正する作業。 

６ 機器点検清掃 

機器の点検清掃及び消耗品交換作業。 

７ 記録作業 

点検の結果を所定の用紙に記録する作業。必要に応じデータをもとに、機器の状態を判断

する。 

なお、所定の用紙の変更に関しては受注者との協議の上で、変更する。変更書式は毎年行

う水安全計画の見直しにて報告する。 

８ 浄水場内外清掃 

施設を常に正常に保つため、浄水場内外の清掃及び各ピット内排水作業。 

９ 指定作業 

発注者の指定する作業は別表５のとおりとする。 

 

 業務の引継ぎ 

業務従事者間の引継ぎは、運転日誌等により行うものとし、必要があるときには、現場において

補足説明を行う等、引継ぎに万全を期さなければならない。引継ぎにあたっては、以下の項目に

ついて引継がなければならない。 

(１)運転監視業務計画 

(２)各種設備機器の運転状態 

(３)運転上の制約並びに第三者による工事等の内容 

(４)その他運転監視業務に必要な事項 

なお、中央操作室運転日誌、各浄水場巡回点検日誌及び取水量・受水量及び配水量は、毎日（休

日等の場合は翌日等）午前８：３０からの朝礼にて発注者に所定の書式にて提出し、運転、管理

状況等を説明のうえ、確認を受けなければならない。 

 

 貸与品 

本業務の実施に際し、受注者が業務遂行上必要とする完成図書、設備機器、備品、特殊工具等（以

下「使用機器等」という。）を発注者の承諾を得て無償で使用することができる。 

貸与品について台帳等を作成し、その保管状況を把握し、毀損、盗難、紛失等があった場合は、

発注者に弁償しなければならない。なお、貸与された鍵類は発注者に無断で複製してはならない。 
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 受注者の費用負担 

次に掲げる費用は受注者の負担とする。 

(１)受注者が専ら使用する什器、備品、事務機、事務用消耗品、通信運搬費 

(２)報告書、帳票、操作記録、ハードコピー等記録用紙及びトナー等インク類 

(３)業務履行に必要な安全対策器具類 

(４)軽微な補修用塗料類等 

(５)汎用工具類、計測器類及び残塩測定用試薬類 

(６)連絡用自動車及び車両用、作業用燃料費 

(７)日常点検、定期点検、臨時点検に伴う冷却水及び潤滑油類 

(８)３浄水場非常用発電機保守点検時使用の燃料費 

(９)清掃作業に必要な掃除用具、洗浄剤等 

(１０) 衛生用品（石鹸、消毒液、救急用品等） 

 

 発注者の費用負担 

次に掲げる費用は委託者の負担とする。 

(１)業務に直接関わる電気・水道等光熱水費 

(２)浄水場に配置の発注者の所有する電話機に係る通信費 

(３)運転監視操作に係る専用回線使用料 

(４)３浄水場非常用発電機の燃料費 

(５)定期及び臨時水質検査に伴う検査費用 

(６)業務用無線に関する費用 

 

 安全の確保 

(１)受注者は、労働安全衛生法及びその他関係法令の定めるところにより、業務上守らなけれ

ばならない安全に関する事項を定めるとともに、安全管理に必要な措置を講じ、労働災害

の発生の防止に努めなければならない。 

(２)業務の履行にあたり、電気、薬品類、酸素欠乏、可燃性ガス等に対し必要な安全対策を講

じるとともに、適切な作業方法の選択及び適切な業務従事者の配置を行い、危険防止に努

めなければならない。 

(３)業務の履行場所及びその付近で行われる発注者が別途発注する他の委託、修繕又は工事等

がある場合は、常に協力して安全管理に支障がないように措置を講じなければならない。 

(４)業務の履行にあたり安全上の障害が生じた場合には、直ちに必要な措置を講じるとともに、

発注者に書面により報告を行い、追加措置について協議しなければならない。 
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  施設の保全 

業務の実施にあたっては、既存の構造物等に損傷を与えないようしなければならない。万一、損

傷等を与えた場合は、発注者に報告し、協議のうえ、受注者の責任において復旧しなければなら

ない。 

 

  その他 

受注者は、本水準書に明記されていない事項であっても、運転操作上当然必要な業務等は、良識

のある判断に基づいて行わなければならない。 
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第２章 電気機械設備年次保守点検及び設備維持管理業務 

 一般事項 

(１)電気機械設備保守点検（以下「機器点検」という。）にあたり必要となる部品、消耗品、点

検機材等の管理、手配は全て受注者が行うこととする。 

(２)機器点検の結果、部品交換又は修繕が必要な場合は、軽微なものを除き発注者、受注者双

方協議のうえ対応を決定することとする。 

(３)機器点検においては、機器単体での点検調整は当然のこと、受注者の予定において関連す

る設備全体の総合的な点検調整及び動作確認を行うこと。なお、受注者が行った点検が原

因で他の設備に不具合が発生した場合は受注者の責任において復旧すること、復旧に要し

た費用は受注者の負担とする。 

(４)機器点検に際しては、受注者がその総括を行い、点検内容については製造者等が行う年次

保守点検と同等以上とする。 

(５)機器点検及び設備維持管理業務にて発生した廃棄物の処理については適正に処理を行うこ

と。 

(６)点検等を行う前に発注者へ作業員名簿を提出し、点検時は受注者が作業員と名簿の照合を

行い作業後に報告すること。 

(７)作業後は報告書を作成し、遅滞なく受注者は発注者へ提出すること、また不具合、推奨事

項等についても報告すること。 

(８)修繕、整備については作業終了後、我孫子市水道局設備管理支援システムに作業内容のデ

ータ入力を行うこと。 

 

 工業計器保守点検 

各種工業計器類（高度浄水処理設備を除く）について精密点検（動作確認、点検・清掃、計器内

部機構の点検・清掃、規格による計器の校正試験、軽微な故障修理）を行う。なお、対象機器及び

点検内容等の詳細については、別表６－１から別表６－３に示すとおりとし、点検周期について

は別表２０のとおりとする。 

 

 取水用テレメータ設備保守点検 

湖北台浄水場と各取水井（１２か所）間のテレメータ設備について点検を行う。なお、対点検内

容等の詳細については、別表７に示すとおりとし、点検周期については別表２０のとおりとする。 

 

 ＬＣＤ監視制御設備保守点検 

中央処理装置、ディスプレイ装置及び周辺機器等について点検を行う。なお、対象機器及び点検

内容等の詳細については、別表８に示すとおりとし、点検周期については別表２０のとおりとす

る。 
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 インバータ設備保守点検 

各浄水場に設置の配水ポンプ及び妻子原浄水場の送水ポンプ用インバータ設備について、各種

部品点検、電圧測定、絶縁抵抗測定、出力周波数点検並びに総合点検を行う。なお、対象機器及

び点検内容等の詳細については、別表９－１から別表９－４に示すとおりとし、点検周期につい

ては別表２０のとおりとする。 

 

 無停電電源装置保守点検 

各浄水場に設置の無停電電源装置（高度浄水処理設備を除く）についてインバータ、蓄電池及び

充電器の点検を行う。なお、対象機器及び点検内容等の詳細については、別表１０－１から別表

１０－６に示すとおりとし、点検周期については別表２０のとおりとする。 

 

 直流電源装置保守点検 

各浄水場に設置の直流電源装置について蓄電池及び充電器の点検を行う。なお、対象機器及び点

検内容等の詳細については、別表１１－１から別表１１－５に示すとおりとし、点検周期につい

ては別表２０のとおりとする。 

 

 非常用発電機設備保守点検 

湖北台浄水場及び久寺家浄水場に設置のガスタービン発電機設備及び妻子原浄水場に設置のデ

ィーゼル発電機設備について点検を行う。なお、対象機器及び点検内容等の詳細については、別

表１２－１及び別表１２－２に示すとおりとし、点検周期については別表２０のとおりとする。 

 

 次亜塩素注入設備保守点検 

湖北台浄水場に設置の次亜塩素注入設備について点検を行う。なお、対象機器、点検内容及び点

検周期等の詳細については、別表１３－１から別表１３－５に示すとおりとする。 

 

  高度浄水処理設備保守点検 

湖北台浄水場高度浄水処理設備について、オゾン発生装置、オゾン付帯設備、オゾン濃度計設備、

活性炭ろ過設備及び電気計装設備について点検を行う。また、点検に伴い必要な部品の交換を行

うとともに、水処理用活性炭、砂利等のろ材及びオゾンガス処理用活性炭の交換を行う。なお、

対象機器、点検内容、交換部品等の詳細については、別表１４－１から別表１４－１０に示すと

おりとし、点検周期については別表２０のとおりとする。 

 

  圧力末端局保守点検 

別表１－４に示す市内５か所に設置の圧力末端局の圧力伝送装置及び妻子原浄水場と各圧力末

端局間のテレメータ設備について点検を行う。なお、対象機器及び点検内容等の詳細については、

別表１５に示すとおりとし、点検周期については別表２０のとおりとする。 
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  配水残留塩計保守点検 

各浄水場に設置の配水残留塩素計について点検を行う。なお、対象機器及び点検内容等の詳細に

ついては、別表１６に示すとおりとし、点検周期については別表２０のとおりとする。 

 

  高度浄水処理水残塩計保守点検 

 湖北台浄水場に設置の高度浄水処理水残留塩素計について点検を行う。なお、対象機器及び点検

内容等の詳細については、別表１７に示すとおりとし、点検周期については別表２０のとおりと

する。 

 

  連続自動水質監視装置保守点検 

別表１－５に示す市内５か所に設置の連続自動水質監視装置について点検を行う。 

点検回数は４回／年とし、点検時期は６月、９月、１２月、３月とする。なお、９月、３月は３

か月点検、１２月は６か月点検、６月は１２か月点検とし、点検内容、交換部品等の詳細につい

ては、別表１８－１及び別表１８－２に示すとおりとする。また、点検周期については別表２０

のとおりとする。 

 

  燃料タンク耐圧検査業務 

(１)危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第７１条及び７１条の２の定める

方法で漏洩検査を行うこと。 

(２)燃料タンクの容量は、妻子原浄水場が４，０００Ｌ、湖北台浄水場が１０，０００Ｌ、久

寺家浄水場が４，０００Ｌである。 

(３)燃料タンクの種類は、妻子原浄水場及び湖北台浄水場が鋼製強化プラスチック製二重殻タ

ンク、久寺家浄水場が鋼製タンク（内面ＦＲＰライニング）である。 

(４)検査周期については別表１９に示すとおりとし、検査回数は年 1 回以上とする。なお、清

掃を行わない時においても、可能な限り燃料タンク内部の状況を調査し報告すること。 

 

  自家用電気工作物年次点検に伴う仮設電源設置業務 

各浄水場の自家用電気工作物の年次点検時に、停電を伴うことから、浄水場の運転操作に支障が

ないよう、配水ポンプ、浄水ポンプ及び蓄電池設備等に仮設電源を供給する。なお、仮設電源を

必要とする負荷については別表２１のとおりとする。また、日程は発注者が別途発注する自家用

電気工作物の保安管理業務委託会社と調整するが保安管理業務の日程を優先する。 

 

  配水ポンプ及び送水ポンプ整備 

(１)各浄水場の配水ポンプ及び送水ポンプについて工場又は現地での分解点検整備を行う。な

お、整備の場所及び周期については別表２２のとおりとする。 
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(２)工場整備はポンプ及び電動機を取外し後、製造者又は製造者の指定する工場に持ち込み分

解点検整備を行う。なお、ポンプについては、ケーシングを除くすべての部品を交換する

こととし、電動機については分解清掃、コイル洗浄、ワニス処理及びベアリング交換を行

うこととする。 

(３)現地整備の内容は、ベアリング交換を含む簡易分解点検とする。 

(４)整備前後に振動・軸受け温度、吐出圧力、吸込み圧力、電圧及び電流値を計測すること。 

(５)補修塗装については、１回塗りとし、日本水道協会認定品（ＪＷＷＡ－Ｋ１３５準拠品）

の水道用エポキシ樹脂塗料を使用すること。なお、塗料の出荷証明書を提出すること。 

 

  オゾン接触槽及びろ過原水ポンプ井清掃業務 

湖北台浄水場高度浄水処理施設のオゾン接触槽及びろ過原水ポンプ井（排水槽も含む）の清掃を

行う。なお、作業内容等については次のとおりとする。 

(１)清掃作業に使用する機材、材料等は受注者の負担とするが、清掃に使用する水については

無償で使用することができる。 

(２)水運用に支障にならないよう中央操作室と連絡を密に取り作業をすること。 

(３)槽内の水を排水後、安全を確認したうえで作業を開始すること。また、作業中においては

送風等を行い酸素濃度の低下に注意し、十分な換気を行うこと。 

(４)清掃回数は２年に１回（偶数年度）とする。 

(５)清掃作業前のオゾン発生停止作業、排オゾン分解塔系統バルブ操作、その他各種バルブ操

作及び排水作業等清掃の準備作業並びに完了後の水張り作業も本業務に含むものとする。 

(６)本清掃作業は前項のとおり準備作業に特殊な知識を必要とし、誤操作が機器の損傷やオゾ

ン漏洩等重大な事故につながることから、確実に養生作業を実施すること。 

(７)清掃作業と並行して、オゾン接触槽散気筒、各種バルブ類等の点検を行うこと。 

(８)作業完了後、各種バルブの開閉状況及び槽内圧力等に異常がないことを確認すること。 

(９)清掃作業に従事する者については水道法第２１条第１項及び水道法施行規則第１６条に定

める健康診断を受託者の負担にて行わなければならない。 

 

  着水井清掃業務 

湖北台浄水場の着水井の清掃を行う。 

着水井の有効容量は、１系２系合わせて３５６ｍ３となり、清掃回数は 1 年に４回を基本とし堆

積した砂の量に応じて発注者と協議し決定すること。また、令和７年度において着水井と合わせ

て混和地３９ｍ３の清掃を１回行うこととする。 

なお、清掃の最後には適正に槽の消毒を行うこととする。 
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  洗浄排水槽清掃業務 

湖北台浄水場の洗浄排水槽の清掃を行う。なお、洗浄排水槽の有効容量は１９０ｍ３となり、清

掃の回数は１年に２回以上とする。 

また、清掃の最後には適正に槽の消毒を行うこととする。 

 

  修繕業務 

（１）委託対象施設における機械、電気、計装設備等に故障等が発生した場合、受注者は発注者

と協議し、必要な修繕を行うものとする。 

（２）当該修繕に要する費用は、１件当たり消費税及び地方消費税に相当する金額を除き１，０

００千円以内とし修繕費は１年当たり５，０００千円以内とする。 

（３）修繕に要する費用が１件当たり１，０００千円を超えるものは別途協議することとする。 

（４）修繕終了後、我孫子市水道局設備管理支援システムに作業内容のデータ入力を行うこと。 
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第３章 施設管理業務 

 

 一般事項 

(１)受注者は、健全な施設の維持を的確に行うため、総合的な管理を、責任を持って自主的か

つ計画的に行うこととする。 

(２)受注者は、地域住民の生活環境に十分配慮し、施設は常に清潔に保ち、美観や維持管理に

支障がないよう努めることとする。 

(３)施設管理業務にて発生した廃棄物の処理については適正に処理を行うこと。 

(４)作業を行う前に発注者へ作業員名簿を提出し、点検時は受注者が作業員と名簿の照合を行

い作業後に報告すること。 

(５)作業後は報告書を作成し、遅滞なく受注者は発注者へ提出すること、また不具合、推奨事

項等についても報告すること。 

 

 消防設備保守点検 

各浄水場に設置してある消防設備について、消防法第１７条の３の３及びその他関係法令に基

づき、点検を行う。 

各浄水場の消防設備については別表２３のとおりとする。 

（１）消防設備の点検回数は、外観・機能点検は６か月に１回とし、総合点検は年１回とする。 

（２）点検業務は、消防設備の種別に応じた法定点検資格を有するものとし、その行為について

は、受注者が一切の責任を負うこととする。 

（３）消防設備の内容に変更が及ぶ工事又は修繕等の実施に当たっては、発注者は受注者に概要

を通知するとともに、双方協議により当該設備の保全に努めることとする。 

（４）点検作業により、設備の故障またはその他の不具合が発見されたときは、速やかに発注者

に報告し、双方協議により当該設備の保全に努めることとする。 

（５）点検作業を終了したときは、速やかに消防法の規定による報告書を２部作成するとともに、

発注者の承認後、所管消防署へ提出を行うこと。 

 

 水道事業用無線電話保守点検 

浄水場及び車載用、携帯用の無線電話機について、機器の正常な機能を維持するため保守点検を

行う。なお、年１回以上点検・測定・調整を実施し、対象範囲及び業務の詳細については、別表２

４のとおりとする。 

なお、令和９年度の定期検査の総務省への報告及び令和８年５月３１日にまでの免状の継続の

申請も含むものとする。 

 

 

 



26 

 植木剪定業務 

各浄水場の施設の適正な管理を行い、周辺環境との調和及び迷惑防止を図るため植木剪定作業

を行う。なお、作業内容等については次のとおりとし、1 年に 1 回以上を基本とする。各浄水場

の植木の詳細は別表３０－１、別表３０－２、別表３０－３のとおりとする。 

（１）樹木の特性に応じ剪定を行うこと。 

  （２）枯れた樹木・枝は、大きさを問わず全て伐採し、適切に処分すること。 

  （３）作業を行う際は、各種事故防止について万全な安全対策等を講じ、施設利用者、通行

人、近隣住民等に危険が及ばないよう十分注意し作業すること。 

  （４）本業務で事故及びトラブルが発生した場合は、受注者は発注者に速やかに状況を報告

しなければならない。これらに要する費用は、全て受注者が負担するものとする。 

（５）受注者は、法令で定められた関係諸官庁への報告、届出、申請等の手続き一切を代行 

するものとする。この際、官公庁より所定の指示があった場合は、速やかに発注者に報 

告の上、承諾を得てから実施すること。これらに要する費用は、すべて本業務に含まれ 

るものとする。 

   （６）湖北台浄水場は、住宅が隣接していることや図書館利用者が多いことから、近隣住民

等に騒音による不快を極力与えないよう心がけることとし、剪定にはエンジン式の機械

を用いず、電気式の機械を用いること。なお、電源については浄水場のコンセントを使用

すること。 

 

 浄水場除草業務 

湖北台・久寺家浄水場の施設の適正な管理を行い、周辺環境との調和、迷惑防止及び機械警備の

正常な運用を図るため除草作業を行う。なお、除草範囲については別表２５のとおりとし、1年に

３回以上を基本とし、日常の巡視にて適正でないと判断される場所は適時、実施するものとする。 

 

 浄水場管理棟清掃業務 

湖北台浄水場及び久寺家浄水場管理棟の清掃を実施するものとする。なお、久寺家浄水場のガ

ラス清掃ついては、1 年に 2 回以上を基本とし、高所作業になるため安全管理に配慮すること。 

また、作業範囲及び業務の詳細については、別表２６－１、別表２６－２のとおりとし、日常の

巡視にて適正でないと判断される場所は適時、実施するものとする。 
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 浄水場機械警備業務 

警備業法及び関係法令に基づき、各浄水場の機械警備を実施し、浄水場への不法侵入者の阻止

等を行い、水道施設を防護するものとする。 

なお、業務の詳細については次のとおりとする。 

  （１）浄水場の警備方法は機械警備とする。警備機器の機能及び設置数については、別表２

７－１、表２７－２に記載されているものと同等以上のものを設置し、委託期間中の

維持管理を行なうものとする。また、警備上必要な機器類の付替えや、警備基地局へ

の回線設置及び使用料等に要する費用は、受託者の負担とする。ただし、発注者の都

合による機器の移設、増設等の費用については、発注者の負担とする。 

（２）警備業務対象施設に異常が発生したことを確知したときは、その確知から２５分以内

に警備員を警備業務対象施設に到着できるよう、必要な数の警備員及び待機所並びに

車両その他必要な装備を整備するものとする。 

   （２）警備機器の故障等異常が発生したときは、人的警備により対応し、対象物の警備に支

障が生じないようにするものとする。 

（３）警備業務対象施設に設置した機器類に使用する電気料金は発注者の負担とする。 

 

第８節 久寺家浄水場浄化槽維持管理及び清掃業務 

（１） 久寺家浄水場における浄化槽（5人槽単独浄化槽、製造メーカ ネオ）にて、流入管

路、二次処理装置、沈殿室、消毒室、処理水の水質、臭気、放流ポンプの保守点検及

び清掃を行うものとする。 

（２） 金属部分の錆の発生状況を観察し、湿度が多く錆び易い箇所を油抜きとし、その他部

分は乾いたウエスで乾拭きとすること。また、各配管の継手、バルブ類の漏れに注意

すること。 

（３） 作業を行うにあたり、浄化槽法第２条の１１号及び第４５条第 1 項に定められた浄

化槽管理士試験に合格した者を従事させること。 
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第４章 薬品管理業務 

 一般事項  

（１）受注者は、最適な浄水処理により良好な水質を保持するために必要な薬品の調達を行い、

その管理については、関係法令等に定める有資格者の業務を含め適切に行うものとする。 

（２）使用する薬品については、あらかじめ発注者と協議し承認を得るものとする。 

 

 次亜塩素酸ナトリウム 

(１)購入する次亜塩素酸ナトリウムはＪＷＷＡ Ｋ１２０：２００８－２の品質「一級」以上

とし、かつ、納入時の品質が別表２８の規格に適合するものでなければならない。なお、

令和５年度の次亜塩素酸ナトリウム注入量実績は１５，９１６Ｌである。 

(２)受注者は、製造する次亜塩素酸ナトリウムが平成１２年２月２３日厚生省令第１５号「水

道施設の技術的基準を定める省令」別表第１に掲げる項目について適合することを証明す

る公的機関又はそれに準じる機関の分析結果書を契約時及び毎年度初回納入時に提出する

ものとする。試験方法は、最新のＪＷＷＡ Ｚ１０９水道用薬品の評価試験方法及び水道

用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）に基づき

行うものとし成績表には、分析機関名を明記すること。なお、日本水道協会等の認証機関

による品質認証を受けた薬品については、認証を受けたことを証明する書類の提出により、

毎年度初回納入時におけるガイドラインに基づく試験を省略することができる。 

(３)塩素酸の発生を抑制するため、購入は製造会社から直接行い、保管温度及び保管期間に配

慮し、その日のうちに搬入することとする。また、受け入れ時には製品の試験成績書等に

よって薬品基準への適合確認を行うものとする。 

(４)受注者は、前項の試験成績書及び納入量を証明する書類を納入後速やかに委託者に提出す

ること。 

 

 高度浄水処理施設活性炭の再生及び調達 

（１）水処理用粒状活性炭（石炭系）の再生を実施する。再生時期は別表１４－５のとおりと

し、１機あたりの再生数量は概ね７，０００ｋｇとする。再生が出来なかった活性炭は

同量の新炭のウエット炭を追加することとする。なお、再生炭の品質は別表２９－１に、

新炭の品質及び再生炭と新炭混合時の性状は別表２９－２に適合するものでなければな

らない。 

（２）オゾンガス処理用破砕炭は新炭とし品質は別表２９－３に適合するものでなければなら

ない。また、調達回数は２年に１回（奇数年度）とし、１回あたりの数量は１，６００ｋ

ｇとする。 

（３）活性炭の契約時及び納入時には規格検査書を提出すること。 
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第５章 水質管理業務 

 

 水質問い合わせ対応業務 

(１)業務範囲 

１ 水質問い合わせ対応業務（以下「問い合わせ処理」という。）の業務範囲は、上水道使用

者等（以下「利用者」という。）からの電話等による水質に関する問い合わせへの対応、

利用者宅での問い合わせに対する説明及び色、濁り、残留塩素の測定等の簡易な水質検

査とする。（以下「一次対応」という。） 

２ 受注者は、一次対応終了後、問い合わせ内容、対応内容及び各種測定結果について発注

者に報告を行うこととする。 

３ 受注者は、一次対応の結果、本管に水質の異常が想定される場合又は同一地域から複数

の同一内容の問い合わせを受けた時は、ただちに発注者と協議をし、その結果、本管又

は給水管等からの水抜き作業が必要となった場合には原則として発注者が対応するもの

とする。 

(２)就業場所及び就業時間 

問い合わせ処理の就業場所は中央操作室とし、業務は、委託期間中２４時間連続とする。 

(３)貸与品 

１ 発注者は、問い合わせ処理の対応に必要な管網図、給水装置工事兼給水契約申込書の資

料、開栓棒及び工具等について受注者に無償で貸与するものとする。 

２ 受注者は、貸与された資料及び工具等の損失又は忘失することのないよう細心の注意を

払って取り扱うものとする。 

(４)現場訪問時の対応 

１ 現場訪問で利用者等の土地又は建物等に立ち入るときは、利用者等の許可を得てから必

要な範囲を超えて立ち入ってはならない。 

２ 業務の施行にあたっては、言動に十分注意するとともに利用者等の誤解を招くことがあ

ってはならない。 

(５)その他遵守事項 

１ 受注者は、問い合わせ処理の実施にあたり、利用者から一切のものを収受してはならな

い。 

２ 受注者は、業務従事中は、他の営業行為はしてはならない。 

３ 利用者等を訪問するときは、清潔な制服の着用、名札の着用及び発注者が発行する身分

証明書を常に携行するものとする。また、利用者等から身分証明書の提示を求められた

ときは、速やかに提示すること。 

４ 受注者は、業務の実施にあたり、個人の所有物件を損壊しないよう細心の注意を払はな

ければならない。 
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５ 受注者の過失により、個人の所有物件に損害を与えた場合は、速やかに発注者に報告す

るとともに受注者は、その損害を賠償しなければならない。 

 

 水質管理業務（洗管作業） 

(１) 既設配水管の末端箇所や滞留箇所等を対象に、水質異常や給水障害に対する予防保全を目

的として、排水管や消火栓等で排水し管路内の洗浄作業を実施する。 

(２) 自己施行工事による新設管において、排水管や消火栓等で排水し管路内の洗浄作業を実施

する。 

(３)洗管作業は、本市の配水管網を理解し、かつ、流向や停滞場所を予測でき、バルブの構造

や操作手順などを熟知していると受注者が認める者又は、その者の立会いの下行うことと

する。 

(４)洗管作業は１か月あたり８日程度とし、水道使用量の少ない時間帯（概ね１３時～１６時）

に１日あたり２～４箇所程度行うこととする。 

(５)作業に伴う使用者からの水質苦情については速やかに対応することとし、使用者に対して

業務の内容を伝えると共に充分な理解が得られるよう努めることとする。 
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第６章 賃貸借業務 

 

 一般事項 

（１） 災害の発生により電力の供給が停止した場合でも、井戸からの揚水を可能にするため、平

成１８年度に電力切替盤を３箇所（２号井、３号井、４号井）に設置した。発電機を確保

し、災害用指定井戸の１号井を含む４箇所からの緊急取水を可能とする。 

（２） 発電機を使用した場合は遅延なく、発注者へ書面で報告すること。 

 

 湖北台浄水場系井戸非常用発電機賃貸借 

（１）対象施設は以下のとおり。この中から２箇所で使用する。 

   ２号井（我孫子市湖北台１０丁目７番１０号） 

    ３号井（我孫子市湖北台６丁目１１番１号） 

    ４号井（我孫子市湖北台３丁目１番１０号） 

（２）非常用発電機の保守点検を含み、非常時に稼働できるようにすること。なお、停電等によ

る緊急時の運搬・設置・操作の労務費及び燃料費については、別途協議とする。 

（３）リース物件に瑕疵があって動かない場合については、受注者の責任において解決すること。

また、リース物件が台風等の災害、事故により損傷した場合についても受注者の費用負担

で修理を行うこと。 

（４）発電機は、電気事業法で定められている法定点検においても、仮設電源として使用するこ

とが出来るものとする。 

（５）発電機は受注者が保管すること。また、災害時の、運搬・設置・操作は次のとおりとする。 

   １ 受注者が井戸に発電機を運搬する。 

   ２ 受注者が切替盤に発電機からの電力が使用できるようケーブルを接続する。 

   ３ 受注者が井戸の運転操作を行う。（停電の場合、現場のみの運転となる） 

   ４ 受注者が所定の取水量が確保できたか確認する。 

（６）発電機は、ディーゼル発電機（低騒音型）1 箇所当たり１２５ｋＶＡで２箇所分とする。 

（７）発電機の訓練及び保守点検に係る燃料は受注者負担とする。 
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別表１－１ 委託対象施設（浄水場） 

名称 住所 備考 

妻子原浄水場 我孫子１６８４ 中央操作室 

湖北台浄水場 湖北台９丁目３－６  

久寺家浄水場 つくし野１５７  

 

別表１－２ 委託対象施設（湖北台系取水井） 

名称（許可番号） 住所 備考 

第１号井 湖北台９丁目３－６ 湖北台浄水場内 

第２号井 湖北台１０丁目７－１０  

第３号井 湖北台６丁目１１－１  

第４号井 湖北台３丁目１－１０  

第５号井 湖北台２丁目９－５  

第６号井 中峠台３２－８  

第７号井 岡発戸５６０－２  

第８号井 中峠３０５１－１  

第９号井 中峠２９６６－５  

第１０号井 中峠１５６３－４７ 予備井 

第１１号井 岡発戸１４４０－２  

第１２号井 岡発戸１３９３－４ 予備井 

第１３号井 岡発戸１３３１－４ 予備井 

 

別表１－３ 委託対象施設（久寺家系取水井） 

名称 住所 備考 

第１４号井 布施２７０４－９ 廃止井戸 

第１６号井 根戸９６８－２ 廃止井戸 

第１７号井 根戸８９０－６ 廃止井戸 

第１８号井 久寺家６８６－５ 廃止井戸 

第２０号井 つくし野１５７ 廃止井戸 

（久寺家浄水場内） 

第２１号井 つくし野１０１－８ 廃止井戸 

第２２号井 久寺家３６８－６ 廃止井戸 
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別表１－４ 委託対象施設（圧力末端局） 

名称 住所 備考 

船戸末端局 船戸１丁目８ ときわ台公園 

白山末端局 白山２丁目７ 白山南公園 

岡発戸末端局 東我孫子１丁目３１ 市営住宅東我孫子Ｂ団地 

新木末端局 新木野１丁目２３ 公道設置 

平和台末端局 布佐平和台３丁目１９ 平和台３号公園 

※令和 7 年度に設置位置の変更を予定しています。 

 

別表１－５ 委託対象施設（連続自動水質監視装置） 

名称 住所 備考 

妻子原浄水場 我孫子１６８４ 親局 

台田法花坊公園 台田４丁目１０ 子局 

第８号井 中峠３０５１－１（第８号井敷地内） 子局 

新木石戸公園 新木野４丁目３９ 子局 

布佐酉町下公園 布佐酉町６６ 子局 

 

別表１－６ 委託対象施設（その他） 

 

 

 

  

名称 住所 備考 

岡発戸電動バルブ 岡発戸５４９番地先 市道埋設 



34 

別表２ 業務の内容 

№ 業 務 名 称  

１ 運転監視操作業務 

２ 巡回点検業務 

３ 工業計器保守点検 

４ 取水用テレメ―タ設備保守点検 

５ ＬＣＤ監視制御設備等保守点検 

６ インバータ設備保守点検 

７ 無停電電源装置保守点検 

８ 直流電源装置保守点検 

９ 非常用発電機設備保守点検 

１０ 次亜塩素注入設備保守点検 

１１ 高度浄水処理設備保守点検 

１２ 圧力末端局保守点検 

１３ 配水残塩計保守点検 

１４ 高度浄水処理水残塩計保守点検  

１５ 連続自動水質監視装置保守点検 

１６ 燃料タンク耐圧検査業務 

１７ 自家用電気工作物年次点検に伴う仮設電源設置業務 

１８ 配水ポンプ及び送水ポンプ整備 

１９ オゾン接触槽及びろ過原水ポンプ井清掃業務 

２０ 着水井清掃業務 

２１ 洗浄排水槽清掃業務 

２２ 修繕業務 

２３ 消防設備保守点検 

２４ 水道事業用無線電話保守点検 

２５ 植木剪定業務 

２６ 浄水場除草業務 

２７ 浄水場管理棟清掃業務 

２８ 浄水場機械警備業務 

２９ 久寺家浄水場浄化槽維持管理及び清掃業務 

３０ 薬品管理業務（次亜塩素酸ナトリウム、高度浄水処理施設活性炭の再生及び調達） 

３１ 水質問い合わせ対応業務 

３２ 水質管理作業（洗管作業） 

３３ 湖北台浄水場系井戸非常用発電機賃貸借 

 



35 

別表３ 提出書類 

名称 添付書類等 提出時期 

業務着手届  契約後速やかに提出 

総括責任者等選任届 経歴書 

資格証の写し 

雇用を証明する書類 

業務従事者選任届 経歴書 

資格証の写し 

雇用を証明する書類 

業務計画書 第１章第２１節のとおり 

中央操作室運転日誌 

各浄水場巡回点検簿 

取受水配水量集計表 

各浄水場運転日報 

 毎日（平日）提出 

週間作業予定表  毎週（金曜日）提出 

月間業務計画表  毎月末５日前まで提出 

各浄水場運転月報 

自動水質監視装置月報 

 毎月初めに提出 

月間業務実績表 

末端給水栓水質検査月報 

取水井水位測定表 

 毎月５日まで提出 

腸内細菌検査結果  年２回（４月・１０月）提出 

業務年間報告書  年１回提出 

各保守点検等結果報告書  業務完了後速やかに提出 

水質管理作業報告書 管網図 業務完了後速やかに提出 

不具合報告書 対象設備の写真等 不具合発生後速やかに提出 

再委託承諾申請書 申請書に記載の書類 再委託する前 

その他受注者が必要と判断した書類   
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別表４ リスク分担表 

リスクの種類 リ ス ク 内 容  
負担者 

発注者 受注者 

実施要領 実施要領等の誤り、内容変更に関するもの ○  

応募コスト プロポーザル応募費用に関するもの  ○ 

事業範囲変更 委託事業の業務範囲の縮小、拡充等 ○  

契約締結 発注者の責による受注予定者と契約締結不能、又は契約

の延期 
○  

受注予定者の責による発注者と契約締結不能、又は契約

の延期 
 ○ 

法令等の変更 本業務に直接関係する法令等の新設・変更等 ○  

上記以外の法制度の新設・変更等 ○  

第三者賠償 契約期間中の受注者の責めに起因する水質・水量・水圧・

給水等の悪化によるもの※1 
△ ○ 

契約期間中の受注者の責めに起因する騒音・振動・地盤

沈下等によるもの※1 
△ ○ 

住民訴訟（断水、水質悪化等に伴う訴訟）※1 ○ △ 

住民問題 業務を行政サービスとして実施することに関する住民

反対運動、訴訟 
○  

受注者の業務に関する住民反対運動、訴訟、要望等に関

すること 
 ○ 

事故・災害 受注者の責めによる事故の発生  ○ 

戦争・天災・暴動等、発注者及び受注者双方の責に帰す

ることができない事由による業務の中止・変更・延期 
○  

損害保険等において免責とならない事由※2 △ △ 

損害保険等において免責とされている事由※2 △ △ 

施設・設備の劣化等瑕疵による事故 ○ △ 

人身事故 △ ○ 

契約不履行 施設・設備の機能・性能不足によるもの ○  

発注者による指示書等の内容の不備によるもの ○  

受注者の作成する業務履行計画書等の不備、施設・設備

との不適合によるもの 
 ○ 

業務遂行上の不備（運転、保全、水質、管理、記録、連

絡調整の不備等）によるもの 
△ ○ 

不可抗力（天災等）によるもの ○  
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リスクの種類 リ ス ク 内 容  
負担者 

発注者 受注者 

契約不履行 再委託先の点検等の不備及び契約不履行  〇 

受注者の責によらない水質事故によるもの ○ △ 

財務 発注側の債務不履行（支払遅延、不払等） ○  

受注側の債務不履行（倒産等）  ○ 

変動費用 契約期間中の社会信念を超えたインフレ・デフレ △ △ 

処理水量の増減に伴う変動費用の増減 △ △ 

要求水準を下回った場合の減額  ○ 

経費上昇 発注者の責に帰すべき事業内容の変更等に起因する経

費の増大 
○  

原水の条件の変動により、施設の機能・性能上、要求水

準を満たすために係る費用 
○  

上記以外の経費の増大 △ △ 

施設損傷 天災等による施設の損傷 ○  

上記以外の施設の損傷  ○ 

環境問題 環境基準違反、環境汚染等による事業の制限※1 ○ △ 

事業の中止 発注者側の責めによるもの ○  

受注者側の責めによるもの  ○ 

○：リスクを負う場合 

△：過失などの帰責事由がある場合リスクを負う可能性がるもの又は、一定の基準や協議により

リスクを分担する場合 

※１ 水道事業における第三者に対しての瑕疵は水道事業者が受けるが、受注者に帰責事由があ

った場合、その不法行為責任については、水道事業者は受注者に求償する。 

※２ 双方の責任範囲（業務範囲）において、加入している損害保険等を活用する。  
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別表５ 発注者の指定する作業 

区分 業務内容 作業頻度 

日

常

業

務 

各浄水場及び末端給水栓における色及び濁り並びに消毒の残留効果

に関する検査 

日常点検 

簡易点検 

湖北台浄水場着水井スクリーン清掃 日常点検 

湖北台浄水場高度浄水処理設備冷却水ポンプ用ストレーナ清掃 日常点検 

定

期

業

務 

３浄水場バルブ動作確認 適時 

連続自動水質監視装置及び配水残塩計残塩値校正 １回／週 

取水井水位測定及び清掃 １回／月 

妻子原浄水場地下ピット排水管点検 １回／月 

定期水質検査採水 １回／月 

放射能水質検査採水及び検査機関搬入 １回／月 

水質監視地点の排水量検針（根戸・小堀） １回／月 

水質監視地点の残留塩素測定（根戸・小堀） ２回／月 

水温情報週間及び月間連絡（株式会社 エナジー宇宙） １０日、月末 

水質検査採水及び保守点検等に伴う浄水場の開錠、施錠 適時 

非常用発電機燃料給油に伴う浄水場の開錠、施錠及び立会 適時 

フロン排出抑制法に係る湖北台浄水場・久寺家浄水場空調機及び湖

北台浄水場次亜注入設備冷凍機簡易点検 
１回／３月 
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別表６－１ 妻子原浄水場 工業計器点検表 

点検計器 台数 点検・作業項目 

指示計 

 ＸＬ－１１０Ａ 

 ＤＥＦ－１５Ｓ 

 ＤＰ３０－１１Ｈ１ 

 ＤＶＦ－１１ 

 

１ 

１１ 

６ 

１ 

外観目視点検・清掃 

零点確認、調整 

目盛校正試験 

積算計 

 ＥＳＵ１００ 

 

 

１ 

外観目視点検・清掃 

積算動作確認 

積算試験 

カットオフ試験 

調節計 

 ＥＣＵ１００Ｍ 

 

１ 

外観目視点検・清掃 

各種パラメータ設定値確認 

電源電圧確認 

Ｔ／Ｍによる入出力確認 

ＰＩＤ動作確認 

バンプレス動作確認 

変換器、演算器 

 ２００ＩＣ 

 ２００ＰＲ 

 ２００ＰＲＡ 

 ２００ＤＬ 

 ２００ＤＬＡ 

 ２００ＴＲＡ 

 ２１０ＡＭ 

 ２１０ＶＦ 

 ２１０ＡＤ 

 

２７ 

３ 

１ 

３ 

１ 

１ 

３ 

２ 

１ 

外観目視点検・清掃 

特性試験 

 

伝送器 

 ＥＰＲ－Ｎ８ 

 

 

１ 

 

外観目視点検・清掃 

零点確認 

Ｏリンググリスアップ 

特性試験 



40 

点検計器 台数 点検・作業項目 

電磁流量計 

 ＦＭＲ２０４Ｕ 

 ＦＭＲ２０４ＡＵ 

 ＥＦＭ２０４Ｕ 

 ＥＦＭ４０４Ｕ 

 

１ 

１ 

１ 

１ 

外観目視点検・清掃 

端子部の点検 

励磁コイルの絶縁確認 

専用ケーブルの絶縁確認 

発信器定数と変換器設定値の確認 

零点、５０％又は１００％チェックの確認 

キャリブレータによる特性試験 

流体静止時の零点確認 

水位計 

 ＥＬＲ２００ 

 ＥＬＲ２００Ｒ 

 

２ 

１ 

外観目視点検・清掃 

零点確認 

Ｏリンググリスアップ 

特性試験 

警報計 

 ２１０ＶＡＳ 

 

１１ 

外観目視点検・清掃 

リレー接点部の確認 

警報動作確認 

目盛試験 

 

別表６－２ 湖北台浄水場 工業計器点検表 

点検計器 台数 点検・作業項目 

指示計 

 ＤＥＦ－１５０ＮＴ 

 ＸＬ－１１０Ａ 

 

８ 

３ 

外観目視点検・清掃 

零点確認、調整 

目盛校正試験 

調節計 

 ＶＩ８８ＭＡ 

 ＥＣＵ１００Ｍ 

 

３ 

１ 

外観目視点検・清掃 

各種パラメータ設定値確認 

電源電圧確認 

Ｔ／Ｍによる入出力確認 

ＰＩＤ動作確認 

バンプレス動作確認 
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点検計器 台数 点検・作業項目 

変換器、演算器 

 ＶＣ－３３ＡＡ 

 ＴＴ２－７４Ｉ 

 ２００ＩＣ 

 ２００ＩＣＡ 

 ２１０ＡＤＡ 

 ２１０ＶＦＡ 

 ２００ＤＬＡ 

 １００ＤＬＡ 

 ２５０ＤＬ 

 ２５０ＤＬＡ 

 ２５０ＩＣＡ 

 ２５０ＰＲＡ 

２５０ＶＩＡ 

 

２ 

１ 

１０ 

４ 

８ 

２ 

１ 

２ 

１ 

２ 

２３ 

１ 

２ 

外観目視点検・清掃 

特性試験 

伝送器 

 ＥＰＲ－Ｎ７ 

 

３ 

外観目視点検・清掃 

零点確認 

Ｏリンググリスアップ 

特性試験 

電磁流量計 

 ＦＭＲ－７Ｕ 

 ＦＭＲ２０４Ｕ 

 ＥＦＭ２０４Ｕ 

 ＦＭＲ２０４ＡＵ 

 ＥＦＭ２０４ＡＵ 

 

 

１ 

１ 

１ 

２ 

３ 

外観目視点検・清掃 

端子部の点検 

励磁コイルの絶縁確認 

専用ケーブルの絶縁確認 

発信器定数と変換器設定値の確認 

零点、５０％又は１００％チェックの確認 

キャリブレータによる特性試験 

流体静止時の零点確認 

水位計 

 ＥＬＲ２００ 

 

３ 

外観目視点検・清掃 

零点確認 

Ｏリンググリスアップ 

特性試験 

警報計 

 ＶＡ－３４ＳＣ 

 ２００ＶＡ 

 ２１０ＶＡ 

 

４ 

４ 

５ 

外観目視点検・清掃 

リレー接点部の確認 

警報動作確認 

目盛試験 



42 

点検計器 台数 点検・作業項目 

電源箱 

 Ｘ－ＥＶＳ－３０３Ｂ 

 

２ 

外観目視点検 

出力電圧確認 

 

別表６－３ 久寺家浄水場 工業計器点検表 

点検計器 台数 点検・作業項目 

指示計 

 ＸＬ－１１０Ａ 

 ＸＬ－１１０Ｃ 

 

１ 

７ 

外観目視点検・清掃 

零点確認、調整 

目盛校正試験 

積算計 

 ＥＳＵ１００ 

 

４ 

 

外観目視点検・清掃 

積算動作確認 

積算試験 

カットオフ試験 

調節計 

 ＶＩ８８ＭＡ 

 ＶＣ－６８ＭＦ 

 

１ 

１ 

外観目視点検・清掃 

可動部注油 

偏差メータ及び出力メータ零点確認 

目盛試験 

ＰＩＤ動作確認 

バンプレス動作確認 

変換器、演算器 

 ２００ＩＣ 

 ２００ＰＲ 

 ２００ＤＬ 

 ２００ＭＶ 

 ２１０ＡＭ 

 ２１０ＡＤ 

 ２１０ＦＧ 

 

１２ 

４ 

２ 

１ 

３ 

２ 

１ 

外観目視点検・清掃 

特性試験 

伝送器 

 ＥＰＲ５１０ 

 

１ 

外観目視点検・清掃 

零点確認 

Ｏリンググリスアップ 

特性試験 
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点検計器 台数 点検・作業項目 

電磁流量計 

 ＦＭＲ２０４Ｕ 

 ＥＦＭ２０４Ｕ 

 ＦＭＲ２０４ＡＵ 

 ＥＦＭ２０４ＡＵ 

 

１ 

１ 

１ 

１ 

外観目視点検・清掃 

端子部の点検 

励磁コイルの絶縁確認 

専用ケーブルの絶縁確認 

発信器定数と変換器設定値の確認 

零点、５０％又は１００％チェックの確認 

キャリブレータによる特性試験 

流体静止時の零点確認 

水位計 

 ＥＬＲ２００ 

 ＥＬＲ２００Ｒ 

 

１ 

２ 

外観目視点検・清掃 

零点確認 

Ｏリンググリスアップ 

特性試験 

警報計 

 ２１０ＶＡＳ 

 ２００ＶＡ 

 

 

１４ 

１ 

 

外観目視点検・清掃 

リレー接点部の確認 

警報動作確認 

目盛試験 

電源箱 

 Ｘ－ＥＶＳ－３０３Ｂ 

 

１ 

外観目視点検 

出力電圧確認 
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別表７ 取水用テレメータ設備点検項目 

点検名称 点検項目 

構造点検 筐体内外清掃 

リレー点検 

各部ゆるみ点検 

アレスタ点検 

アース点検 

電源装置点検 異常発信音の有無確認 

電源供給端子の緩み点検 

ケーブル接続状態確認 

入出力電圧測定 

信号伝送装置点検 レベル測定及び調整 

伝送路のＳ／Ｎ比測定 

装置動作試験 選択回路試験 

表示回路試験 

テレメータ回路試験 

装置故障警報表示試験 

計算機リンケージ確認 

総合確認 実操作での動作確認 

項目１量毎に主盤メータとの照合 

※機器により点検項目が対象外になるものは省略とする。 
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別表８ ＬＣＤ監視制御設備点検対象機器及び点検項目 

対象機器 数量 点検項目 

妻子原～湖北台・久寺家浄水場用通信

制御装置 

 

１式 

 

 

各部点検清掃 

各接続部のゆるみ点検 

電源モジュール及び消耗品等の交換 

電源電圧の測定 

各スイッチ、ランプの機能点検 

Ｆ／ＤＩＳＣのクリーニング 

送受信レベル測定 

動作確認 

ＨＣＰ 

 

２台 

 

各部点検清掃 

各接続部の点検 

電源電圧の測定 

動作確認試験 

ＬＣＤ監視制御設備 

 

設備管理システム 

３式 

 

１式 

各種情報の収集 

HDD 及び消耗品等の交換 

各部清掃点検 

電源電圧測定 

動作確認試験 
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別表９－１ インバータ設備点検対象機器（妻子原浄水場） 

名称 形式 

１号配水ポンプ ＳＪ３００－４５０ＨＦ 

２号配水ポンプ ＳＪ３００－４５０ＨＦ 

送水ポンプ ＳＪ７００－３７０ＨＦＦ２ 

 

別表９－２ インバータ設備点検対象機器（湖北台浄水場） 

名称 形式 

１号配水ポンプ ＳＪ７００－７５０ＨＦＦ２ 

６号配水ポンプ ＳＪ７００－７５０ＨＦＦ２ 

 

別表９－３ インバータ設備点検対象機器（久寺家浄水場） 

名称 形式 

４号配水ポンプ ＳＪ７００－７５０ＨＦＦ２ 

６号配水ポンプ ＳＪ７００－７５０ＨＦＦ２ 

 

別表９－４ インバータ点検項目 

区分 点検項目 

主回路 

接続導体 

電線 

端子台 

平滑コンデンサ 

冷却ファン 

リレーコンタクタ 

基板 部品チェック（コンデンサ） 

その他 全体清掃等 

試運転 

各種電圧 

絶縁抵抗 

振動、異音 

冷却ファンの回転 

液晶の指示状態 

周波数メータ表示 
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別表１０－１ 無停電電源装置点検対象機器（１） 

設置場所 妻子原浄水場 ２階電気室 

イ
ン
バ
ー
タ 

形式 ２０１ＶＩＳ－１５０－１ＭＪＤＳＸ 

個数 １台 

製造年月 ２０１２年１１月 

蓄
電
池 

形式 ＭＳＪ－２００ 

容量／個数 ２００Ａｈ／５４個 

製造年月 ２０１２年１１月 

 

 

別表１０－２ 無停電電源装置点検対象機器（２） 

設置場所 湖北台浄水場 ２階操作室 

イ
ン
バ
ー
タ 

形式 １０１ＶＦＳ－５０－ＩＭＳＤＸ 

個数 １台 

製造年月 ２００６年１１月 

蓄
電
池 

形式 ＭＳＥ－５０－１２ 

容量／個数 ５０ Ａｈ／９個 

製造年月 ２０１９年１１月 

 

 

別表１０－３ 無停電電源装置点検対象機器（３） 

設置場所 久寺家浄水場 ２階電気室 

イ
ン
バ
ー
タ 

形式 ２０１ＶＦＳ－５０－１ＭＳＤＭ 

個数 １台 

製造年月 ２００１年１１月 

蓄
電
池 

形式 ＭＳＥ－１００－６ 

容量／個数 １００Ａｈ／１８個 

製造年月 ２０１７年１２月 

 

  

※１ 
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別表１０－４ 無停電電源装置（インバータ）点検項目 

番号 点検箇所・項目 

１ 設置環境 

２ 盤面及び架台 

３ 盤内の状態 

４ フィルター類 

５ パネル計器 

６ 表示灯 

７ 部品外観 

８ 絶縁抵抗測定 

９ 運転操作確認 

１０ 運転状態確認 

１１ インバータ出力電圧測定 

１２ インバータ出力周波数測定 

１３ 出力電圧調整範囲 

１４ インバータ給電―直送給電切替動作 

１５ 計器指示値の確認 

１６ 各種継電器の動作確認 

１７ 波形観測 

１８ 交流出力電流測定 

１９ 直送電圧確認 

２０ 直送出力周波数測定 

２１ 各種警報動作確認 

２２ 停電試験 

 

別表１０－５ 無停電電源装置（蓄電池）点検項目 

番号 点検項目 

１ 盤及び架台等の外観点検 

２ 蓄電池の外観点検（電槽、蓋、極柱、締付部等） 

３ セル電圧測定 

４ 内部抵抗測定 

５ 蓄電池周囲温度測定 
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別表１０－６ 無停電電源装置（充電器）点検項目 

番号 点検箇所・項目 

１ 設置環境 

２ 盤面及び架台 

３ 盤内の状態 

４ フィルター類 

５ パネル計器 

６ 表示灯 

７ 部品外観 

８ 絶縁抵抗測定 

９ 入出力電圧測定 

１０ 運転操作確認 

１１ 運転状態確認 

１２ 浮動充電電圧測定 

１３ 保護充電電圧測定 

１４ 浮動充電―保護充電切替動作 

１５ 計器指示値の確認 

１６ 各種継電器の動作確認 

１７ 波形観測 

１８ 出力電圧調整範囲 

１９ 最大垂下電流 

２０ 負荷電圧補償装置 

２１ 各種警報動作確認 

２２ 停電試験 
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別表１１－１ 直流電源装置点検対象機器（１） 

設置場所 妻子原浄水場 ２階電気室 

充
電
器 

形式 ＭＡ－３２－１２０－５０ＢＤ－ＭＪ 

個数 １台 

製造年月 ２０１９年１１月 

蓄
電
池 

形式 ＭＳＪ－１００－６ 

容量／個数 １００Ａｈ／５４個 

製造年月 ２０１９年１１月 

 

 

別表１１－２ 直流電源装置点検対象機器（２） 

設置場所 湖北台浄水場 １階電気室 湖北台浄水場 非常用発電機室 

充
電
器 

形式 ＭＡ－３４－１２０－３０ＢＤ－ＭＥ Ａ０－３４－６７－３０Ｂ－ＭＥ 

個数 １台 １台 

製造年月 ２００６年１１月 １９９３年１２月 

蓄
電
池 

形式 ＭＳＥ－１００－６ ＭＳＥ－５００ 

容量／個数 １００Ａｈ／１８個 ５００Ａｈ／３０個 

製造年月 ２０１９年１１月 ２０１３年７月 

 

 

別表１１－３ 直流電源装置点検対象機器（３） 

設置場所 久寺家浄水場 非常用発電機室 

充
電
器 

形式 Ａ０－３２－２６．８－７５Ｂ－ＭＥ 

個数 １台 

製造年月 １９９７年２月 

蓄
電
池 

形式 ＭＳＥ－６００ 

容量／個数 ６００Ａｈ／１２個 

製造年月 ２０１４年８月 

 

 

 

 

※１ 

※１ 
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別表１１－４ 直流電源装置（蓄電池）点検項目 

番号 点検項目 

１ 盤及び架台等の外観点検 

２ 蓄電池の外観点検（電槽、蓋、極柱、締付部等） 

３ セル電圧測定 

４ 内部抵抗測定 

５ 蓄電池周囲温度測定 

 

 

別表１１－５ 直流電源装置（充電器）点検項目 

番号 点検箇所・項目 

１ 設置環境 

２ 盤面及び架台 

３ 盤内の状態 

４ フィルター類 

５ パネル計器 

６ 表示灯 

７ 部品外観 

８ 絶縁抵抗測定 

９ 入出力電圧測定 

１０ 運転操作確認 

１１ 運転状態確認 

１２ 浮動充電電圧測定 

１３ 保護充電電圧測定 

１４ 浮動充電―保護充電切替動作 

１５ 計器指示値の確認 

１６ 各種継電器の動作確認 

１７ 波形観測 

１８ 出力電圧調整範囲 

１９ 最大垂下電流 

２０ 負荷電圧補償装置 

２１ 各種警報動作確認 

２２ 停電試験 
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別表１２－１ 非常用発電機設備 

妻子原浄水場 

原動機種類 ディーゼル 

回転速度 １，５００min-1 

燃料種別 軽油 

発電機型式 ＢＨＤＥ－６２５Ｍ 

発電機容量 ６２５ｋＶＡ 

電圧 ６，６００Ｖ 

周波数 ５０Ｈｚ 

製造年 ２０２３年 

台数 １台 

湖北台浄水場 

原動機種類 ガスタービン 

回転速度 １，５００min-1 

燃料種別 灯油 

発電機型式 T１０００A－ACR 

発電機容量 １，０００ｋＶＡ 

電圧 ６，６００Ｖ 

周波数 ５０Ｈｚ 

製造年 ２０２４年 

台数 １台 

久寺家浄水場 

原動機種類 ガスタービン 

回転速度 １，５００min-1 

燃料種別 灯油 

発電機型式 ＥＦＯＰ－ＲＤ 

発電機容量 ７５０ｋＶＡ 

電圧 ６，６００Ｖ 

周波数 ５０Ｈｚ 

製造年 １９９７年 

台数 １台 
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別表１２－２ 非常用発電機点検周期 

 点 検 内 容 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

妻子原浄水場  1 年点検  3 年点検  

湖北台浄水場   1 年点検  3 年点検 

久寺家浄水場  Ｂ点検  Ｄ点検  

※点検整備には点検種別内容に応じた部品の交換、潤滑油交換等を含む 

※浄水場によって製造者が異なるため点検の名称が統一されていないが、内容については次のと

おり。 

Ｂ点検：１年毎に行う点検整備 

Ｄ点検：６年毎に行う点検整備 
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別表１３－１ 次亜塩素注入設備年次点検表（１） 

設備 

名称 

機器名称 

機器仕様 
単位 数量 点検方法 点検内容 交換部品及び周期 

年次点検項目 備考 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度  

次
亜
塩
貯
蔵
設
備 

次亜塩貯槽 基 2 

外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○  

内部目視点検 
損傷・変形・亀裂及び貯蔵内容物の 

不純物・付着物等の確認 
○ ○ ○ ○ ○  

槽内清掃 内容物の移送及び槽内清掃   ○      ○   

目視型液位計 台 2 

外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認 

透明管・Ｏリング 

○ ○ ○ ○ ○  

部品交換 目視部及びＯリング交換   ○      ○   

電極式液位計 台 2 

外観目視点検 損傷・変形・脱落等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○  

点検・清掃 接続部増締め及び電極清掃   ○      ○   

動作試験 導通確認   ○ ○ ○ ○ ○  

電波式液位計 台 2 

外観目視点検 損傷・変形・塗装状態・劣化等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○  

校正・清掃 0 点調整及び出力試験・指示値の確認・清掃   ○      ○   

取出弁 

（電動ﾎﾞｰﾙ弁） 
台 2 

外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩・錆等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○  

動作試験 開閉動作確認及び電流値・絶縁抵抗測定 ○ ○ ○ ○ ○  

貯槽手動弁 式 1 

外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○  

動作確認 手動開閉動作確認 ○ ○ ○ ○ ○  

次
亜
塩
注
入
機 

注入ポンプ 台 3 

外観目視点検 
損傷・変形・塗装状態・亀裂・異常音・ 

振動・発熱状態等の確認及び清掃 
4 年目：ステーター・ 

Ｏリング・ピン 

8 年目：ステーター・ 

Ｏリング・ピン・ 

スリーブベアリング 

○ ○ ○ ○ ○  

分解整備 ポンプ構成部品分解・交換   ○      ○   

動作試験 
運転動作確認・電流値・絶縁抵抗測定 

及び実流量試験 
○ ○ ○ ○ ○  

電磁流量計 台 2 

外観目視点検 損傷・変形・塗装状態・亀裂等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○  

内部目視点検 異物の混入・付着状況・腐食・汚れ等の確認   ○      ○   

動作試験 ０点調整・出力試験・指示値の確認 ○ ○ ○ ○ ○  

接点付圧力計 台 3 

外観目視点検 損傷・変形・塗装状態・亀裂等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○  

動作試験 動作・指示値及び接点出力の確認 ○ ○ ○ ○ ○  

注入弁 

（電動ﾎﾞｰﾙ弁） 
台 6 

外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩・錆等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○  

動作試験 開閉動作確認及び電流値・絶縁抵抗測定 ○ ○ ○ ○ ○  

背圧弁・安全弁 台 6 

外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩・錆等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○  

動作試験 吐出動作の調整・確認 ○ ○ ○ ○ ○  
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別表１３－２ 次亜塩素注入設備年次点検表（２） 

  

設備 

名称 

機器名称 

機器仕様 
単位 数量 点検方法 点検内容 交換部品及び周期 

年次点検項目 備考 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度  

次
亜
塩
注
入
機 

注入機手動弁 式 1 

外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○   

動作確認 手動開閉動作確認 ○ ○ ○ ○ ○   

筐体 式 1 

外観目視点検 損傷・変形・塗装状態・錆・亀裂等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○   

補修 筐体のタッチアップ ○ ○ ○ ○ ○   

次
亜
塩
冷
却
装
置 

チラーユニット 台 1 

外観目視点検 
損傷・変形・塗装状態・亀裂・異常音・ 

振動・発熱状態等の確認 
ポンプ 

メカニカルシール・ 

インバータファン 

○ ○ ○ ○ ○   

分解整備 
ポンプ分解・交換及び内部点検清掃 

電装･冷媒回路チェック 
  ○      ○    

動作試験 運転動作確認及び冷却温度確認 ○ ○ ○ ○ ○   

圧力計 台 2 

外観目視点検 損傷・変形・塗装状態・亀裂等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○   

動作試験 動作・指示値の確認 ○ ○ ○ ○ ○   

冷却弁 

（電動ﾎﾞｰﾙ弁） 
台 3 

外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩・錆等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○   

動作試験 開閉動作確認及び電流値・絶縁抵抗測定 ○ ○ ○ ○ ○   

冷却水流量計 

（フローメーター） 
台 3 

外観目視点検 
損傷・変形・塗装状態・亀裂・ 

漏洩等の確認 
  

○ ○ ○ ○ ○   

動作試験 指示値の確認 ○ ○ ○ ○ ○   

冷却水定流量弁 台 3 

外観目視点検 
損傷・変形・塗装状態・亀裂・ 

漏洩等の確認 
  

○ ○ ○ ○ ○   

動作試験 指示値の確認 ○ ○ ○ ○ ○   

１次圧力調節弁 台 1 

外観目視点検 
損傷・変形・塗装状態・亀裂・ 

漏洩等の確認 
  

○ ○ ○ ○ ○   

動作試験 圧力調整及び指示値の確認 ○ ○ ○ ○ ○   

冷却装置手動弁 式 1 

外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○   

動作確認 手動開閉動作確認 ○ ○ ○ ○ ○   

ストレーナー 台 1 分解清掃 損傷・変形・亀裂等の確認・清掃   ○ ○ ○ ○ ○   

貯槽冷却コイル 台 2 外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認   ○ ○ ○ ○ ○   

ファンコイル 

     ユニット 
台 1 

外観目視点検 
損傷・変形・塗装状態・亀裂・異常音・ 

振動・発熱状態等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○   

内部点検・清掃 
損傷・変形・塗装状態・亀裂・漏洩等の 

確認及びフィルター清掃 
○ ○ ○ ○ ○   

動作試験 
風量・冷却温度の確認及び電流値・ 

絶縁抵抗測定 
○ ○ ○ ○ ○   

注入機室温計 台 1 

外観目視点検 損傷・変形等の確認、 

  

○ ○ ○ ○ ○   

動作試験 温度変化による動作の確認 ○ ○ ○ ○ ○   
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別表１３－３ 次亜塩素注入設備年次点検表（３） 

設備 

名称 

機器名称 

機器仕様 
単位 数量 点検方法 点検内容 交換部品及び周期 

年次点検項目 備考 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度  

次
亜
塩
貯
槽
液
温
検
出
装
置 

液温検出器 台 2 

外観目視点検 損傷・変形等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○   

内部点検・清掃 損傷・変形等の確認及びレンズ清掃 ○ ○ ○ ○ ○   

動作試験 検出温度の調整・確認 ○ ○ ○ ○ ○   

空気圧縮機 台 1 

外観目視点検 
損傷・変形・塗装状態・亀裂・異常音・ 

振動・発熱状態等の確認 

空気圧縮機 

○ ○ ○ ○ ○   

動作試験 
運転動作・昇圧確認及び電流値・ 

絶縁抵抗測定 
○ ○ ○ ○ ○   

交換 空気圧縮機の交換    ○      

除湿機 台 1 外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認   ○ ○ ○ ○ ○   

減圧弁 台 1 

外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認、 

  

○ ○ ○ ○ ○   

動作試験 設定圧力の調整・確認 ○ ○ ○ ○ ○   

1 次圧力調節弁 台 1 

外観目視点検 損傷・変形・塗装状態・亀裂・漏洩等の確認  ○ ○ ○ ○ ○  

動作試験 圧力調整及び指示値の確認  ○ ○ ○ ○ ○  

電磁弁（パージ弁） 台 2 

外観目視点検 
損傷・変形・塗装状態・亀裂・異常音・ 

振動・発熱状態等の確認 
  

○ ○ ○ ○ ○   

動作試験 開閉動作確認及び電流値・絶縁抵抗測定 ○ ○ ○ ○ ○   

オートドレン 台 1 
外観目視点検 

損傷・変形・塗装状態・亀裂・異常音・ 

振動・発熱状態等の確認 
  

○ ○ ○ ○ ○   

動作試験 開閉動作確認及び電流値・絶縁抵抗測定 ○ ○ ○ ○ ○   

風量調節弁 台 2 

外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○   

動作確認 手動開閉動作確認及び風量調整 ○ ○ ○ ○ ○   

装置手動弁 式 1 

外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○   

動作確認 手動開閉動作確認 ○ ○ ○ ○ ○   

パージホース 式 1 外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認   ○ ○ ○ ○ ○   

筐体 式 1 

外観目視点検 損傷・変形・塗装状態・錆・亀裂等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○   

補修 筐体のタッチアップ ○ ○ ○ ○ ○   

  

※１ 



57 

別表１３－４ 次亜塩素注入設備年次点検表（４） 

設備 

名称 

機器名称 

機器仕様 
単位 数量 点検方法 点検内容 交換部品及び周期 

年次点検項目 備考 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度  

次
亜
塩
漏
洩
検
知
装
置 

残留塩素計 台 1 

外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認 

毎年:Ｏリング・ビー

ズ 

4･8 年目:センサー(電

極) 

○ ○ ○ ○ ○   

内部点検・清掃 
検出器分解及び内部点検清掃 

Ｏリング・ビーズ交換 
○ ○ ○ ○ ○   

交換 センサー交換  ○   ○   

動作試験 ０点・スパン調整及び出力確認 ○ ○ ○ ○ ○   

検水ポンプ 台 2 

外観目視点検 
損傷・変形・塗装状態・亀裂・異常音・ 

振動・発熱状態等の確認 
  

○ ○ ○ ○ ○   

動作試験 運転動作確認及び電流値・絶縁抵抗測定 ○ ○ ○ ○ ○   

脱泡槽 台 1 

外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○   

分解清掃 清掃 ○ ○ ○ ○ ○   

圧力計 台 1 

外観目視点検 損傷・変形・塗装状態・亀裂等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○   

動作試験 動作・指示値の確認 ○ ○ ○ ○ ○   

装置手動弁 式 1 

外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○   

動作確認 手動開閉動作確認 ○ ○ ○ ○ ○   

装置内配管 式 1 外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認   ○ ○ ○ ○ ○   

電極式液位計 台 1 

外観目視点検 損傷・変形・脱落等の確認、 

  

○ ○ ○ ○ ○   

点検・清掃 接続部増締め及び電極清掃 ○ ○ ○ ○ ○   

動作試験 導通確認   ○ ○ ○ ○ ○   

補給水弁 

（電動ﾎﾞｰﾙ弁） 
台 1 

外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩・錆等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○   

動作試験 開閉動作確認及び電流値・絶縁抵抗測定 ○ ○ ○ ○ ○   

排水弁 

（電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁） 
台 1 

外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩・錆等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○   

動作試験 開閉動作確認及び電流値・絶縁抵抗測定 ○ ○ ○ ○ ○   

筐体 式 1 

外観目視点検 損傷・変形・塗装状態・錆・亀裂等の確認 

  

○ ○ ○ ○ ○   

補修 筐体のタッチアップペイント ○ ○ ○ ○ ○   
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別表１３－５ 次亜塩素注入設備年次点検表（５） 

設備 

名称 

機器名称 

機器仕様 
単位 数  量 点検方法 点検内容 交換部品及び周期 

年次点検項目 備考 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

 

各
配
管 

手動弁類 式 1 

外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認 
  

○ ○ ○ ○ ○ 
  

動作確認 手動開閉動作確認 ○ ○ ○ ○ ○ 
  

受入管 式 1 外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認 
  

○ ○ ○ ○ ○ 
  

取出管 式 1 外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認 
  

○ ○ ○ ○ ○ 
  

注入管・注入点 式 1 外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認 
  

○ ○ ○ ○ ○ 
  

冷却水管 式 1 外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認 
  

○ ○ ○ ○ ○ 
  

給水管 式 1 外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認 
  

○ ○ ○ ○ ○ 
  

排水管 式 1 外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認 
  

○ ○ ○ ○ ○ 
  

次
亜
塩
電
気
設
備 

次 亜 塩 注 入 設 備            

制御盤 

  

面 1 

盤内外装点検 
錆・損傷・変形の確認及び清掃・ 

タッチアップ 

  
○ ○ ○ ○ ○ 

  

盤内構造点検 

各端子台の締め付け状況確認 
  

○ ○ ○ ○ ○ 
  

各機器・計器の設置状態確認 ○ ○ ○ ○ ○ 
  

継電器の動作確認 ○ ○ ○ ○ ○ 
  

各遮断器の遮断機構動作確認 ○ ○ ○ ○ ○ 
  

各ヒューズの断線確認 ○ ○ ○ ○ ○ 
  

変圧器の破損確認 ○ ○ ○ ○ ○ 
  

直流電源装置の破損及び焼損確認 ○ ○ ○ ○ ○ 
  

インバータの動作機構及び破損の確認 ○ ○ ○ ○ ○ 
  

操作開閉器の操作機構及び破損の確認 ○ ○ ○ ○ ○ 
  

表示灯の点灯確認 ○ ○ ○ ○ ○ 
  

表示設定器の表示確認 ○ ○ ○ ○ ○ 
  

動作試験 

絶縁抵抗試験 
  

○ ○ ○ ○ ○ 
  

計装回路の動作確認 ○ ○ ○ ○ ○ 
  

計装回路の校正 ○  ○ ○  ○  ○ 
  

シーケンステスト  ○     ○  
  

盤内点検整備 
ＰＬＣ・表示設定気器の 

バックアップバッテリー交換 

バッテリー 
 ○     ○  
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別表１４－１ 高度浄水処理設備交換部品（オゾン発生設備）   ○印：交換時期 

 

 

オゾン発生装置交換部品 

（Ｎｏ．１） 

令和７ 

年度 

令和８ 

年度 

令和９ 

年度 

令和１０ 

年度 

令和１１ 

年度 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

スペーサー 30 本    ○     ○  

缶体パッキン（10m）  1 組    ○     ○  

接続片 5 本    ○     ○  

接続リード 2 本    ○     ○  

純水・防錆剤 1 組    ○     ○  

吸着塔パッキン  1 式    ○     ○  

吸着剤 135 kg    ○     ○  

アフターフィルターエレメント 4 本    ○     ○  

再生用空気逆止弁 2 個    ○     ○  

露点計用電磁弁 3 個    ○     ○  

盤フィルター 1 枚    ○     ○  

冷媒電磁弁 1 個    ○     ○  

冷媒ドライヤ 1 個    ○     ○  

サイドグラス 1 個    ○     ○  

冷媒 5 kg    ○     ○  

インバータファンモーター 2 個    ○     ○  

インバータＤＣ電源 1 式    ○     ○  

インバータヒューズ 1 式    ○     ○  

インバータ電解コンデンサ 4 個         ○  

制御基板 1 個         ○  

ドライブ基板 1 個         ○  
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オゾン発生装置交換部品 

（Ｎｏ．２） 

令和 7 

年度 

令和 8 

年度 

令和 9 

年度 

令和 10 

年度 

令和 11 

年度 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

純水・防錆剤 1 組    ○     ○  

ヘビーデューティドレン 1 式    ○     ○  

ブレフィルタエレメントキット 1 式    ○     ○  

ブレフィルタボール組品 1 式    ○     ○  

吸着剤 2 個    ○     ○  

空気入口電磁弁 2 個    ○     ○  

再生空気電磁弁 2 個    ○     ○  

1次減圧弁 1 個    ○       

2次減圧弁 1 個    ○       

逆止弁 1 式    ○     ○  

アフターフィルターエレメントキット 1 式    ○     ○  

アフターフィルターボール組品 1 個    ○     ○  

ゼロガス供給電磁弁 1 個    ○     ○  

インバータファンモーター 1 式    ○       

インバータＤＣ電源 1 式    ○       

インバータヒューズ 1 式    ○       
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別表１４－２ 高度浄水処理設備交換部品（オゾン付帯設備）   ○印：交換時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空気源ブロワ交換部品 

（Ｎｏ．１） 

令和７ 

年度 

令和８ 

年度 

令和９ 

年度 

令和１０ 

年度 

令和１１ 

年度 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

ベアリング  4 個    ○     ○  

カラーＲオイルシール付 2 個    ○     ○  

カラーＯリング 2 個    ○     ○  

Ｖシール 2 個    ○     ○  

スナップリングＳ 2 個    ○     ○  

オイルゲージ 1 個    ○     ○  

ハウジングガスケット 2 個    ○     ○  

ギヤカバーガスケット 1 個    ○     ○  

タイミングギヤ 2 個    ○     ○  

Ｖベルト 4 個    ○     ○  

スペーサーＳ 2 個    ○     ○  

スペーサーＲ 2 個    ○     ○  

オイル・グリス 1 式    ○     ○  

圧力計（グリセリン入） 1 個    ○     ○  

モーターベアリング 1 組    ○     ○  
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空気圧縮装置交換部品 

（Ｎｏ．２） 

令和７ 

年度 

令和８ 

年度 

令和９ 

年度 

令和１０ 

年度 

令和１１ 

年度 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

Ｙ型ストレーナーＰＫ 1 個    ○     ○  

清掃カバーＰＫ 1 個    ○     ○  

ＶＲベルト 1 個    ○     ○  

Ｃストレート用ガスケット 1 個    ○     ○  

サクションフィルターエレメント 1 個    ○     ○  

ＯＭＲ消耗品キット 1 式    ○     ○  

専用オイル 1 缶    ○     ○  

給油口ＰＫ 1 個    ○     ○  

アンローダパッキン 1 個    ○     ○  

サクションパッキン 1 個    ○     ○  

給気パッキン 1 個    ○     ○  

エアシリンダ部品キット 1 個    ○     ○  

シールワッシャー 1 個    ○     ○  

グリース纏め 1 個    ○     ○  

オイルフィルターエレメント 1 個    ○     ○  

スクリーン 1 個    ○     ○  

制御フィルタОリング 1 個    ○     ○  

オイルポンプ部品セット 1 個    ○     ○  

オイルポンプ支えパッキン 1 個    ○     ○  

オイルポンプパッキン 1 個    ○     ○  

制御フィルタエレメント 1 個    ○     ○  

圧力キャップタンピン 1 個    ○     ○  

８３ＣＵパッキン 2 個    ○     ○  
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空気圧縮装置交換部品 

（Ｎｏ．２） 

令和７ 

年度 

令和８ 

年度 

令和９ 

年度 

令和１０ 

年度 

令和１１ 

年度 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

８３マル逆止弁 1 個    ○     ○  

クーラントポンプ消耗品 1 個    ○     ○  

ＤＳＰクーラント 1 個    ○     ○  

フランジパッキン 2 個    ○     ○  

ハイシュツベン 1 個    ○     ○  

ハイシュツベン１００Ｖ 1 個    ○     ○  
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排オゾンファン交換部品 

令和７ 

年度 

令和８ 

年度 

令和９ 

年度 

令和１０ 

年度 

令和１１ 

年度 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

送風機軸受 2 式    ○     ○  

Ｖベルト 4 本    ○     ○  

電動機軸受 2 式    ○     ○  

Ｖリング 2 式    ○     ○  

Ｏリング 2 式    ○     ○  

オイルゲージ 2 式    ○     ○  

オイル 2 式    ○     ○  

軸受ナット 2 式    ○     ○  

軸受ワッシャー 2 式    ○     ○  

ナットカバー（現地組立用 ＦＲＰ） 2 式    ○     ○  

防振ゴム 2 式    ○     ○  

Ｖプーリー（モーター側） 2 式    ○     ○  

Ｖプーリー（ファン側） 2 式    ○     ○  

ガス切リング 2 式    ○     ○  
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※令和６年度 No.3 ろ過原水ポンプ、令和７年度 No.4 ろ過原水ポンプ実施 

 

 

ろ過原水ポンプ交換部品 

令和７ 

年度 

令和８ 

年度 

令和９ 

年度 

令和１０ 

年度 

令和１１ 

年度 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

玉軸受 2 個    ○     ○  

水切ツバ 2 個    ○     ○  

オイルシール 3 個    ○     ○  

シートガスケット 2 個    ○     ○  

グランドパッキン 10 本    ○     ○  

軸受用ナット 1 個    ○     ○  

軸受用座金 1 個    ○     ○  

カップリングボルト 8 本    ○     ○  

電動機用玉軸受 2 個    ○     ○  

冷却水ポンプ交換部品 

令和７ 

年度 

令和８ 

年度 

令和９ 

年度 

令和１０ 

年度 

令和１１ 

年度 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

主軸Ａｓｓｙ  2 個    ○     ○  

玉軸受 4 個    ○     ○  

メカニカルシール 2 個    ○     ○  

Ｏリング （メカカバー） 2 個    ○     ○  

Ｏリング （ケーシング） 2 個    ○     ○  

シートパッキン（軸受カバー） 2 個    ○     ○  

カップリングボルト 8 本    ○     ○  

座金 2 個    ○     ○  

電動機用玉軸受 4 個    ○     ○  
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洗浄排水ポンプ交換部品 

令和７ 

年度 

令和８ 

年度 

令和９ 

年度 

令和１０ 

年度 

令和１１ 

年度 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

メカニカルシール 2 個    ○     ○  

Ｏリング（ケーシング） 2 個    ○     ○  

Ｏリング（モーター） 4 個    ○     ○  

玉受軸 4 個    ○     ○  

ケーブル 2 本    ○     ○  

床排水ポンプ交換部品 

令和７ 

年度 

令和８ 

年度 

令和９ 

年度 

令和１０ 

年度 

令和１１ 

年度 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

羽根車 2 個    ○     ○  

軸頂ブッシュ 2 個    ○     ○  

メカニカルシール 2 個    ○     ○  

Ｏリング（ケーシング） 2 個    ○     ○  

シートパッキン 2 式    ○     ○  

シール座金 2 個    ○     ○  

軸頂ボルト 2 個    ○     ○  

玉軸受 4 個    ○     ○  

Ｏリング（モーター） 4 個    ○     ○  

ケーブル 2 本    ○     ○  
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空洗ブロワ交換部品 

令和７ 

年度 

令和８ 

年度 

令和９ 

年度 

令和１０ 

年度 

令和１１ 

年度 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

タイミングギヤ 2 組    ○     ○  

スラストベアリング 4 個    ○     ○  

ローラベアリング 4 個    ○     ○  

オイルシール 10 個    ○     ○  

Ｏリング 2 個    ○     ○  

リング押え（グリップリング座金） 4 個    ○     ○  

グリップリング 8 個    ○     ○  

カラー（軸端スリーブ） 2 個    ○     ○  

スナップリング 2 個    ○     ○  

ガスケット 2 台分    ○     ○  

フィルターエレメント 2 台分    ○     ○  

Ｖベルト 4 本    ○     ○  

オイル 1 缶    ○     ○  
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別表１４－３ 高度浄水処理設備交換部品（オゾン濃度計設備）   ○印：交換時期 

 

 

発生オゾン濃度計交換部品 

令和７ 

年度 

令和８ 

年度 

令和９ 

年度 

令和１０ 

年度 

令和１１ 

年度 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

水銀ランプ 2 本  ○  ○  ○  ○  ○ 

三方電磁弁 2 個  ○    ○    ○ 

発生オゾン流量計パッキン 2 組  ○    ○    ○ 

ステンレスフィルターエレメント 4 個  ○    ○    ○ 

発生オゾンフィルター用Ｏリング 2 本  ○    ○    ○ 

乾燥空気フィルター用Ｏリング 2 本  ○    ○    ○ 

排ガス処理剤（排オゾン） 2 組  ○    ○    ○ 

排・排出オゾン濃度計交換部品 

令和７ 

年度 

令和８ 

年度 

令和９ 

年度 

令和１０ 

年度 

令和１１ 

年度 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

水銀ランプ 2 本  ○  ○  ○  ○ ○ ○ 

三方電磁弁 2 個  ○    ○    ○ 

流量計パッキン 2 組  ○    ○    ○ 

フィルター 6 個  ○    ○    ○ 

ゼロガス生成器 1 式  ○    ○    ○ 

パージエアポンプ  2 個  ○    ○    ○ 

膜式ドライヤ 2 本  ○    ○    ○ 

ポンプベローズバルブ 2 組      ○    ○ 

試料切替二方電磁弁（排出オゾン） 1 個  ○    ○    ○ 

排ガス処理剤（排オゾン用） 1 組  ○    ○    ○ 

排ガス処理剤（排出オゾン用） 1 組  ○    ○    ○ 
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排・排出オゾン濃度計交換部品 

令和７ 

年度 

令和８ 

年度 

令和９ 

年度 

令和１０ 

年度 

令和１１ 

年度 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

ポンプ 2 台  ○         

漏洩オゾン濃度計交換部品 

令和７ 

年度 

令和８ 

年度 

令和９ 

年度 

令和１０ 

年度 

令和１１ 

年度 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

水銀ランプ 1 本  ○  ○  ○  ○  ○ 

三方電磁弁 1 個  ○    ○    ○ 

流量計パッキン 1 組  ○    ○    ○ 

試料採取口フィルター 3 個  ○    ○    ○ 

ポンプベローズバルブ  1 組      ○    ○ 

ゼロガス生成器 1 個  ○    ○    ○ 

排ガス処理剤 1 組  ○    ○    ○ 

ポンプ 1 台  ○         
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別表１４－４ 高度浄水処理設備交換部品（電気計装設備）   ○印：交換時期 

 

電気計装設備交換部品 
令和７ 

年度 

令和８ 

年度 

令和９ 

年度 

令和１０ 

年度 

令和１１ 

年度 

ロガハードディスク（内蔵） 2 台 ○    ○ 

ロガハードディスク（外置） 1 台   ○   

ＴＭＭ－１ ＵＰＳバッテリ 1 式      

ＴＭＭ－１ ＵＰＳファン 1 式      

ＴＭＭ－１ ＵＰＳ本体 1 台   ○   

ＴＭＭ－１ Ｉ／Ｆボード 1 個   ○   

ＬＯＧＩ／Ｏ用バッテリ 1 個     ○ 

ＴＭＭＩ／Ｏ用バッテリ 1 個     ○ 

ＴＭＳＩ／Ｏ用バッテリ 1 個     ○ 

スイッチングハブ 8ポート 1 台     ○ 

ＬＯＧＩ／Ｏ用電源ユニット 1 個     ○ 

ＴＭＭＩ／Ｏ用電源ユニット 1 個     ○ 

ＴＭＳＩ／Ｏ用電源ユニット 1 個     ○ 

直流電源装置ＰＳ１ 1 個     ○ 

直流電源装置ＰＳ２ 1 個     ○ 

ＣＢ１－１用バッテリ 2 個   ○   

ＣＢ１－１用直流電源装置 1 個    ○  

ＣＢ１－１用電源ユニット 2 個    ○  

ＣＢ１－１CPU用二重化電源ユニット 2 個    ○  

ＣＢ１－１用タッチパネルバッテリ 1 個   ○   

ＣＢ１－１用スイッチングハブ 1 台    ○  

ＣＢ１－２用直流電源装置 1 個    ○  

ＣＢ１－２用電源ユニット 1 個    ○  
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電気計装設備交換部品 
令和７ 

年度 

令和８ 

年度 

令和９ 

年度 

令和１０ 

年度 

令和１１ 

年度 

ＣＢ１－２用タッチパネルバッテリ 1 個   ○   

ＩＦ－１用直流電源装置 1 個    ○  

ＩＦ－１用電源ユニット 1 個    ○  

ＩＦ－１用タッチパネルバッテリ 1 個   ○   

ＵＰＳ本体（湖北台） 1 式   ○   

ＣＢ－ＳＱＣ用電源ユニット 3 個    ○  

ＣＢ－ＳＱＣ用直流電源装置 

（Ｐ１５０－２４） 
1 個    ○  

ＣＢ－ＳＱＣ用直流電源装置 

（Ｓ８ＶＭ－１５０２４ＣＤ） 
1 個    ○  

ＣＢ１－３ディスプレイ(保護ﾌｨﾙﾑ付） 1 式 ○     

ＣＢ１－３ＰＣ（５年パック付） 1 式 ○     

ＳＱＣ用電源ユニット 1 個    ○  

ＳＱＣ用直流電源装置 1 個    ○  

ＳＱＣ用バッテリ 1 個   ○   
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別表１４－５ 高度浄水処理設備交換部品（活性炭ろ過機設備）   ○印：再生・交換時期 

＊交換するろ材は以下の通り 

 ・ろ過砂 … ０．９㎥ 

 ・支持砂利（φ２～φ４）…０．４６㎥ 

 ・支持砂利（φ４～φ８）…０．７２㎥ 

 ・支持砂利（φ８～φ１２）…０．４６㎥ 

 ・支持砂利（φ１２～φ２０）…０．４６㎥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象ろ過機 

令和７ 

年度 

令和８ 

年度 

令和９ 

年度 

令和１０ 

年度 

令和１１ 

年度 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

後

期 

Ｎｏ．１活性炭ろ過機 
再生活性炭   ○    ○    

ろ材           

Ｎｏ．２活性炭ろ過機 
再生活性炭 ○    ○    ○  

ろ材         ○  

Ｎｏ．３活性炭ろ過機 
再生活性炭 ○    ○    ○  

ろ材         ○  

Ｎｏ．４活性炭ろ過機 
再生活性炭 ○    ○    ○  

ろ材         ○  

Ｎｏ．５活性炭ろ過機 
再生活性炭   ○    ○    

ろ材           

Ｎｏ．６活性炭ろ過機 
再生活性炭   ○    ○    

ろ材           
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別表１４－６ 高度浄水処理設備点検対象機器及び点検項目（オゾン発生設備） 

※点検時期は別表１４－１と同様とする。 

※各種測定、調整を行うこと。 

 

対象機器 点検項目 

オゾン発生機×２台 高圧放電管清掃点検 

高圧ヒューズ清掃、導通確認 

缶体内部清掃点検 

各種損傷、汚損の確認、清掃 

放電状態確認 

各部圧力、流量等測定・調整 

配管類漏れ確認 

露点センサー校正 

空気冷却装置×２台 オートドレン装置分解清掃 

冷凍機冷媒漏れ、オイル漏れ点検 

外観異常、水漏れ点検 

圧縮機絶縁抵抗測定 

運転状態確認 

空気乾燥装置×２台 露点温度確認 

ヒーター断線有無、動作確認、絶縁抵抗測定 

塔内温度計及び調節計指示値確認 

電動弁清掃、動作確認 

空気流量関連設備の清掃、指示値確認 

アフターフィルター清掃、圧力指示確認 

電気設備×２台 ファン、フィルター及び内部清掃 

各種絶縁抵抗測定 

端子、導線類、部品等確認 

制御動作、制御値確認 

熱交換器×２台 水漏れ腐食の確認 

圧力計指示値確認 

冷水及び冷却水温度確認 

冷水循環ポンプ×２台 絶縁抵抗測定 

吐出圧力確認 

水漏れ、異音、振動確認 

冷水系統×２台 ストレーナー、膨張タンク清掃 

流量計動作、バルブ状態確認 

漏水、エア溜まり確認 
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別表１４－７ 高度浄水処理設備点検対象機器及び点検項目（オゾン付帯設備） 

※点検時期は別表１４－２と同様とする 

対象機器 点検項目 

ろ過原水ポンプ×６台 振動測定 

ポンプ玉軸受及びグランドパッキン交換 

モーター分解整備 

各嵌合部寸法測定 

芯出し調整 

試運転調整 

冷却水ポンプ×２台 ポンプ分解清掃、寸法測定、部品交換 

モーター分解清掃、寸法測定、部品交換 

ポンプモーター芯出し調整 

試運転調整 

床排水ポンプ×２台 引上げ、分解、清掃、部品交換 

試運転調整 

上澄水移送ポンプ×２台 引上げ、分解、清掃、部品交換 

嵌合部寸法測定 

試運転調整 

洗浄排水ポンプ×４台 絶縁抵抗測定 

運転電流測定 

電圧測定 

空洗ブロワ×２台 オイル交換 

Ｖベルト交換 

芯出し調整 

試運転調整 

空気源ブロワ（№１）×1 台 分解点検、清掃各種測定、調整 

部品交換 

ステンレスコート塗装 

芯出し、Ｖベルト調整 

モーターベアリング交換 

試運転調整 

空気圧縮装置（№２）×1 台 分解点検、清掃各種測定、調整 

部品交換 

試運転調整 

排オゾンファン×２台 分解点検、清掃各種測定、調整 

部品交換 

試運転調整 
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別表１４－８ 高度浄水処理設備点検対象機器及び点検項目（オゾン濃度計設備） 

※点検時期は別表１４－３と同様とする。 

 

 

別表１４－９ 高度浄水処理設備点検対象機器及び点検項目（電気設備） 

※令和７年度、令和９年度、令和１１年度に高度浄水処理監視装置点検実施 

 令和７年度に計装点検実施 

 

 

 

 

 

 

対象機器 点検項目 

発生オゾン濃度計 

排オゾン濃度計 

排出オゾン濃度計 

漏洩オゾン濃度計 

分解点検、清掃 

各種部品交換 

各種調整 

対象機器 点検項目 

ＬＣＤ監視制御装置 ＰＣ、プリンタ、入出力装置 

遠方監視制御装置及び現場監視操作盤 ＰＬＣ、タッチパネル 

電気計装設備 

電磁流量計 

・ろ過入口流量計 

・ろ過水流量計 

外観目視点検清掃 

模擬入力による表示・出力値確認調整 

検出器及び信号ケーブルの絶縁試験 

ゼロ点確認及び調整 

差圧伝送器 

・ろ過原水ポンプ井水位計 

(№１,２) 

・洗浄排水槽水位計 

外観目視点検清掃 

模擬入力による表示・出力値確認調整 

ゼロ点確認及び調整 

超音波流量計 

・オゾン反応槽入口流量計 

外観目視点検清掃 

テストモードによる表示・出力値確認調整 

検出器感度確認 

アイソレータ・演算器 

ディストリビュータ 

外観目視点検清掃 

模擬入力による指示値の確認調整 

活性炭ろ過機コントロールユニット 外観目視点検清掃 

入出力確認 

電源電圧測定 
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別表１４－１０ 高度浄水処理設備点検対象機器及び点検項目（活性炭ろ過設備） 

※ろ材及び再生不可能な活性炭については、産業廃棄物として適正に処分すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象機器 点検項目 

活性炭ろ過機 ろ材交換に伴う養生及び仮設作業 

活性炭抜き取り 

ろ材の抜き取り 

槽内水洗 

槽内点検 

ろ材充填 

試運転調整 

活性炭充填 

オゾン分解塔 ろ材交換に伴う養生及び仮設作業 

活性炭抜き取り 

塔内及びストレーナー洗浄 

塔内点検 

活性炭充填 
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別表１５ 圧力末端局点検項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 点検項目 

圧
力
伝
送
器 

外観目視点検、及び清掃 

模擬入力による、出力値の確認及び調整   

模擬入力によるループテスト 

テ

レ

メ

ー

タ 

（１)構造点検 

①筐体内部の清掃 

②配線部点検 

③コネクタ－端子台のねじのゆるみ点検及び増す締め 

④プラグイン点検 

⑤ア－ス点検 

（２)電源点検 

①出力電圧測定 

②出力波形測定（リップル測定） 

（３)信号伝送装置点検 

①送受信シベル測定 

②搬送断レヘル測定 

③出力波形測定（マ－ク：スペ－ス） 

（４)動作確認試験 

①表示試験 

②計測試験（変換器実装の場合は、変換器２次側より実施） 

③装置故障警報表示確認試験 
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別表１６ 配水残塩計点検項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検項目 点検箇所 作業項目 

検出部 電極 目視確認、清掃、（交換１回／委託期間内） 

試料水室 洗剤にて洗浄 

ガラスビーズ動作点検 

電極通過水量 測定検査 

給水装置 ボール弁 作動確認 

コック 作動確認 

オーバーフロー槽 洗剤にて洗浄 

エアーセパレーター 洗剤にて洗浄 

排水槽 清掃 

給水減圧弁 作動確認 

給排水用チューブ １式取り替え 

信号出力 出力電流 出力電流測定、調整 
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別表１７ 高度浄水処理水残塩計点検項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器名称 

機器仕様 
単位 数量 点検方法 点検内容 交換部品及び周期 

年次点検項目 

備考 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

残留塩素計 台 1 

外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認 

毎年:Ｏリング・ビーズ 

３年毎:センサー(電極) 

 ○ ○ ○ ○   

内部点検・清掃 
検出器分解及び内部点検清掃 

Ｏリング・ビーズ交換 
 ○ ○ ○ ○   

交換 センサー交換  ○   ○   

動作試験 ０点・スパン調整及び出力確認  ○ ○ ○ ○   

検水ポンプ 台 1 

外観目視点検 
損傷・変形・塗装状態・亀裂・異常音・ 

振動・発熱状態等の確認 
  

 ○ ○ ○ ○   

動作試験 運転動作確認及び電流値・絶縁抵抗測定  ○ ○ ○ ○   

装置手動弁 式 1 

外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認 

  

 ○ ○ ○ ○   

動作確認 手動開閉動作確認  ○ ○ ○ ○   

装置内配管 式 1 外観目視点検 損傷・変形・亀裂・漏洩等の確認    ○ ○ ○ ○  

筐体 式 1 

外観目視点検 損傷・変形・塗装状態・錆・亀裂等の確認 

  

 ○ ○ ○ ○  

補修 筐体のタッチアップペイント  ○ ○ ○ ○  
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別表１８－１ 連続自動水質監視装置点検項目 

 

 

項  目 内    容 

周    期 

３ヶ月 ６ヶ月 １年 ３年 

適時 

６月 

９月 

１２月

３月 

６月 

１２月 
１２月 令和 9 年度 

乾燥剤 交換 ○     

試料水フィルター 

 

フィルターの点検・洗浄 ○     

フィルターの交換  ○    

ゼロ水フィルター 
カートリッジの活性化 ○    ○ 

カートリッジ交換  ○    

定流量弁 

流量チェック、調整 ○     

エアー抜き     ○ 

オリフィス部の洗浄     ○ 

残留塩素センサ 

残留塩素の初期設定（試運転時、

電極交換時、定期点検時） 
 ○ ○   

感度校正 ○     

ビーズ噴流の確認     ○ 

測定槽の点検・洗浄     ○ 

ビーズ交換  ○    

電極面の点検  ○    

電極の交換   ○   

色度センサ 

感度校正 ○     

測定セル洗浄     ○ 

測定セル交換   ○   

モジュール交換    ○  

濁度センサ 
感度校正   ○   

モジュール交換    ○  

水温センサ 温度校正   ○   

圧力センサ ゼロ、スパン校正   ○   

電磁弁 動作確認     ○ 

配管チューブ 目視確認     ○ 

O リング セル用 O リング交換   ○   
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別表１８－２ 連続自動水質監視装置交換部品 

  

品    名 個数 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 交換周期 備  考 

乾燥剤（４回分） ４ ○ ○ ○ ○ ○ ３ヶ月  

ステンレスフィルター 

（試料水導入部） 
８ ○ ○ ○ ○ ○ ６ヶ月  

メッシュフィルター 

（試料水導入部） 
８ ○ ○ ○ ○ ○ ６ヶ月 

色度・濁度側（細目）×４ 

残留塩素センサ側（粗目）×４ 

洗浄用ビーズ（２回分） ４ ○ ○ ○ ○ ○ ６ヶ月  

ゼロ水フィルター用カート

リッジ 
８ ○ ○ ○ ○ ○ ６ヶ月  

検知電極（残塩用） ４ ○ ○ ○ ○ ○ １年  

セルＭブクミ（色度用測定

セル） 
４ ○ ○ ○ ○ ○ １年  

セルＭブクミ（濁度用測定

セル） 
４ ○ ○ ○ ○ ○ １年  

クエン酸洗浄液 ４ ○ ○ ○ ○ ○ － 適時 

セル用 O リング ６０ ○ ○ ○ ○ ○ １年 １５個入り×４ 

測定モジュール（色度） ４   ○   ３年  

測定モジュール（濁度） ４   ○   ３年  
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別表１９ 燃料タンク耐圧検査施設 

 実施年度 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

妻子原浄水場  〇   ◎ 

湖北台浄水場   〇   

久寺家浄水場 〇 〇 ◎ 〇 〇 

◎：タンク内部清掃実施 

 

 

別表２０ 点検周期表 

※上記のうち前年度に更新及び整備した設備（蓄電池は除く）は点検から除外する。 

 

 

 

 

 

 

点検項目 

実施年度 

令和７ 

年度 

令和８ 

年度 

令和９ 

年度 

令和１０ 

年度 

令和１１ 

年度 

工業計器  ○  ○  

取水用テレメータ設備 ○  ○  ○ 

ＬＣＤ監視制御設備  ○  ○  

インバータ設備  ○  ○  

無停電電源装置  ○  ○  

直流電源装置（湖北台、久寺家）  ○  ○  

直流電源装置（妻子原） ○  ○  ○ 

非常用発電機設備 別表１２－２に記載 

高度浄水処理設備 別表１４－１～別表１４－４に記載 

高度浄水処理設備（水処理用再生活性炭・ろ材交換） 別表１４－５に記載 

高度浄水処理設備（オゾンガス処理用活性炭交換） ○  ○  ○ 

圧力末端局    ○  

配水残塩計 ○ ○ ○ ○ ○ 

高度浄水処理水残塩計  ○ ○ ○ ○ 

連続自動水質監視装置 ○ ○ ○ ○ ○ 
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別表２１ 仮設電源が必要な負荷 

 

 

 

 

 

 

 

 

浄水場  

湖北台浄水場 【仮設電源】 

発電機（１２５ｋＶA ４００Ｖ）×２台 

変圧器（１００ｋＶA ４００Ｖ－２００／１００Ｖ）×１台 

【対象負荷】 

配水ポンプ（７５ｋＷ ４００Ｖ）×２台 

上記制御電源（２００Ｖ） 

無停電電源装置（１００Ｖ）×１面 

高度処理設備（１００Ｖ）×１台 

直流電源装置（４００Ｖ）×１面 

配水残塩計設備（１００Ｖ）×１台 

電工ドラム（電話用電源他）×２個 

久寺家浄水場 【仮設電源】 

発電機（１２５ｋＶA ２００Ｖ）×２台 

【対象負荷】 

配水ポンプ（５５ｋＷ ２００Ｖ）×１台 

無停電電源装置（２００Ｖ）×１面 

北千葉広域水道企業団用設備（２００Ｖ）×１面 

妻子原浄水場 【仮設電源】 

発電機（１２５ｋＶA ４００Ｖ）×１台 

発電機（１２５ｋＶA ２００Ｖ）×１台 

【対象負荷】 

浄水ポンプ（３７ｋＷ－４００Ｖ）×１台 

無停電電源装置（２００Ｖ）×１面 

直流電源装置（２００Ｖ）×１面 

北千葉広域水道企業団用設備（２００Ｖ）×１面 

電工ドラム×９個 
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別表２２ 配水ポンプ及び送水ポンプ整備周期 

浄水場 号数 容量 
令和７ 

年度 

令和８ 

年度 

令和９ 

年度 

令和１０ 

年度 

令和１１ 

年度 

湖北台 １号 ７５ｋＷ    工場整備  

 ２号 ７５ｋＷ     工場整備 

 ３号 ７５ｋＷ 現地整備     

 ５号 ７５ｋＷ 現地整備     

 ６号 ７５ｋＷ     現地整備 

久寺家 １号 ５５ｋＷ    現地整備  

 ２号 ５５ｋＷ    工場整備  

 ３号 ７５ｋＷ      

 ４号 ７５ｋＷ      

 ６号 ７５ｋＷ     工場整備 

妻子原 １号 ４５ｋＷ    現地整備  

 ２号 ４５ｋＷ      

 ４号 ３７ｋＷ 現地整備     

 送水 ３７ｋＷ 現地整備     
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別表２３ 消防設備一覧表 

 

 

 設備名・ 

   数量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検場所 

消火器 屋内消火栓設備 自動火災報知設備 誘導等設備 排煙設備 防火設備 

粉
末
消
火
器 

 

（
本
） 

二
酸
化
炭
素
消
火
器 

 

（
本
） 

加
圧
送
水
装
置 

 

（
台
） 

遠
隔
起
動
装
置 

 

（
台
） 

ホ
ー
ス
（
４
０
Ａ×

１
５
ｍ
） 
 

（
本
） 

ノ
ズ
ル 

 

（
本
） 

受
信
機
（
複
合
盤
）
Ｐ
型
１
級 

 

（
台
） 

受
信
機
Ｐ
型
２
級 

 
 

（
台
） 

発
信
機 

 

（
台
） 

熱
感
知
器 

 

（
個
） 

煙
感
知
器 

 

（
個
） 

避
難
口
誘
導
灯 

 

（
台
） 

通
路
誘
導
灯 

 

（
台
） 

誘
導
標
識 

 

（
台
） 

電
動
機 

 

（
台
） 

遠
隔
起
動
装
置 

 

（
台
） 

煙
感
知
器 

 

（
個
） 

吸
煙
口 

 

（
個
） 

操
作
盤 

 
 

（
台
） 

煙
感
知
器 

 

（
個
） 

防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー 

 

（
面
） 

防
火
ダ
ン
パ
ー 

 

（
台
） 

湖北台浄水場 16 － － － － － － 1 4 31 3 3 1 － － － － － － － － － 

妻子原浄水場 38 2 1 8 16 8 1 － 8 91 20 14 6 10 1 4 4 4 1 4 1 4 

久寺家浄水場 15 － － － － － － 1 3 18 12 － － 7 － － － － － － － － 
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別表２４ 水道事業用無線電話保守点検対象機器及び点検項目 

 型式 台数 指定周

波数 

指定 

電力 

点検項目 

基地局 

SRM620V 

（基地局） 

1 

153.25

MHz 

5W 

(1)外観の状況 

（基地局（末端基本制御装置を含む）及び移動局） 

(2)周波数測定（基地局及び移動局） 

(3)空中線電力測定（基地局） 

(4)スプリアス反射強度（基地局） 

(5)受信感度（基地局及び移動局） 

(6)動作確認 

（基地局（末端基本制御装置を含む）及び移動局） 

FT－XX 

（基本制御装置） 

1 

HT－FA 

（末端基本制御装置） 

2 

移動局 

SRM620V 

（車載用） 

13 

SR920V 

（携帯用） 

6 

 

 

 

別表２５ 除草範囲 

浄水場 面積 

湖北台 ２，０００．６㎡ 

久寺家 １，３８５．８２㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 

※1 

※1 
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別表２６－１ 浄水場管理棟清掃作業箇所及び数量 

浄水場 名 称 ・ 仕 様 数 量 

 

 

 

湖北台浄水場（２階建て） 

（湖北台図書館部分は除く） 

カーペット清掃（床面の吸塵清掃） ７６．０㎡ 

床清掃（掃き清掃及び洗浄ワックス

仕上げ） 

７．０㎡ 

階段清掃（掃き清掃） ８．０㎡ 

コンクリート床清掃（掃き清掃及び

水拭き清掃） 

２２４．０㎡ 

ガラスサッシ清掃 ２８．５㎡ 

ガラス清掃（１・２階） ４２．５㎡ 

トイレ便器清掃 １個 

 

 

 

 

久寺家浄水場（３階建て） 

床・階段清掃（掃き清掃及び洗浄ワ

ックス仕上げ） 

３３５．４㎡ 

コンクリート床清掃（掃き清掃及び

水拭き清掃） 

２５９．５㎡ 

ガラス清掃（１階～３階） 

※要高所作業車 

３４７．０㎡ 

トイレ便器清掃 ３個 

トイレ衛生陶器清掃 １個 

畳清掃（守衛室 4.5 畳、3 階和室 6

畳） 

１６．６㎡ 
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別表２６－２ 浄水場管理棟清掃作業内容 

 

 

 

別表２７－１ 警備機器機能 

清  掃  項  目 作   業   内   容 

床面の吸塵清掃 床面のカーペット敷き込み部分を掃除機にて塵埃や土砂等

を除去する。（容易に除去できるしみ取りを含む。） 

床面の掃き清掃 床面を自在ほうきやフロアーダスターで掃き上げ、土砂や

塵芥を除去する。 

床面の洗浄ワックス仕上げ 床面を洗剤等により洗浄し、表面をワックスで仕あげる。 

床面の部分水拭き 汚れの目立つ部分はモップで水拭きをする。 

（必要に応じ、適正洗剤を使用する。） 

便所及び洗面所の清掃 （１）床は除塵し、全面をモップで水拭きする。 

（２）洗面器、便器等の衛生陶器の汚れを水洗いし、必要に

応じて薬品による洗浄を実施する。 

（３）鏡は適正洗剤を用いて乾拭きする。 

ガラス清掃 （１）洗剤、清水により汚れを除去する。 

（２）乾布で洗剤が残らないよう拭き上げる。 

対象場所 機能項目 

３浄水場共通 （１）敷地内への侵入を感知する機能 

（２）施設への侵入を感知する機能 

（３）火災発生の感知を送信する機能 

（４）警備の動作開始、動作解除の操作を行う機能 

（５）機器の破壊、配線の断線等の異常を監視する機能 

（６）基地局に異常等の信号を送信する機能 

（７）通信回線の切断を監視する機能 

（８）通信回線が使用中の場合、強制切断して警報信号を送信

する機能 

（９）赤外線デイナイトカメラの異常を監視し、異常時に信号

を送信する機能 

（１０）近赤外線デイナイトカメラ及びその映像を確認するため

の１７インチ以上のモニター並びにその映像を記録し１

月分以上保存できる機能 

湖北台浄水場及び久寺家

浄水場の屋外 

（１）敷地内の侵入監視のみを設定及び解除できる機能 
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別表２７－２ 警備機器設置数 

対象場所 機器 台数 

妻子原浄水場 赤外線センサー ３ 

マグネットセンサー ２３ 

空間監視センサー １０ 

近赤外線デイナイトカメラ ３ 

湖北台浄水場 赤外線センサー ８ 

マグネットセンサー ７ 

空間監視センサー ５ 

近赤外線デイナイトカメラ ２ 

久寺家浄水場 赤外線センサー ５ 

マグネットセンサー ５ 

空間監視センサー ６ 

近赤外線デイナイトカメラ ２ 

 

 

 

別表２８ 次亜塩素酸ナトリウム仕様 

項目（単位） 規格 

有効塩素（％） １２．０以上 

外観 淡黄色の透明な液体 

比重／温度 １．１６以下／２０℃ 

遊離アルカリ（％） ２以下 

臭素酸（mg/kg） ５０以下 

塩素酸（mg/kg） ４，０００以下 

塩化ナトリウム（％） ４．０以下 
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別表２９－１ 粒状活性炭仕様（再生炭） 

項     目 規     格 検査方法 

１．平均粒径 ０．８～１．５mm ＪＩＳ  Ｋ １４７４ 

２．均等係数 ２．１以下 ＪＩＳ   Ｋ １４７４ 

３．硬さ ８０%以上 ＪＩＳ   Ｋ １４７４ 

４．充填密度 ０．４０g / ml 以上 ＪＩＳ   Ｋ １４７４ 

５．粒度 ０．５～２．３６mm が９０％以上 ＪＩＳ  Ｋ １４７４ 

６．塩化物イオン ０．５%以下 ＪＷＷＡ   Ａ １１４ 

７．ｐＨ値 ６．０～８．０ ＪＷＷＡ   Ａ １１４ 

８．ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ脱色力 １５０ml / g 以上 ＪＷＷＡ   Ａ １１４ 

９．ヨウ素吸着量 ８００mg / g 以上 ＪＷＷＡ   Ａ １１４ 

１０．比表面積 ８００㎡/ g 以上 ＢＥＴ法 

１１．電気伝導率 ９０mS / m 以下 ＪＷＷＡ   Ａ １１４ 

１２．ヒ素 ２ mg / kg 以下 ＪＩＳ   Ｋ １４７４ 

１３．亜鉛 １０ mg / kg 以下 ＪＩＳ   Ｋ １４７４ 

１４．鉛 １０ mg / kg 以下 ＪＩＳ   Ｋ １４７４ 

１５．カドミウム １ mg / kg 以下 ＪＩＳ   Ｋ １４７４ 
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別表２９－２ 粒状活性炭仕様（新炭） 

項     目 規     格 検査方法 

１．平均粒径 ０．８～１．５mm ＪＩＳ  Ｋ １４７４ 

２．均等係数 １．９以下 ＪＩＳ   Ｋ １４７４ 

３．硬さ ９０%以上 ＪＩＳ   Ｋ １４７４ 

４．充填密度 ０．４５g / ml 以上 ＪＩＳ   Ｋ １４７４ 

５．粒度 ０．５～２．３６mm が９５%以上 ＪＩＳ   Ｋ １４７４ 

６．塩化物イオン ０．５%以下 ＪＷＷＡ   Ａ１１４ 

７．ｐＨ値 ６．０～８．０ ＪＷＷＡ   Ａ１１４ 

８．ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ脱色力 １８０ml / g 以上 ＪＷＷＡ   Ａ１１４ 

９．ヨウ素吸着量 １，０００mg / g 以上 ＪＷＷＡ   Ａ１１４ 

１０．比表面積 ８００㎡/ g 以上 ＢＥＴ法 

１１．電気伝導率 ９０mS / m 以下 ＪＷＷＡ   Ａ １１４ 

１２．ヒ素 ２ mg / kg 以下 ＪＩＳ   Ｋ １４７４ 

１３．亜鉛 １０ mg / kg 以下 ＪＩＳ   Ｋ １４７４ 

１４．鉛 １０ mg / kg 以下 ＪＩＳ   Ｋ １４７４ 

１５．カドミウム １ mg / kg 以下 ＪＩＳ   Ｋ １４７４ 

 

 

別表２９－３ 破砕炭仕様 

 項     目 規     格 検査方法 

１．形状 破砕状  

２．粒度 ４～８mesh ９０%以上 ＪＩＳ  Ｋ １４７４ 

３．充填密度 ０．４g / ml 以上 ＪＩＳ  Ｋ １４７４ 

４．硬度 ９０%以上 ＪＩＳ  Ｋ １４７４ 

５．乾燥減量 ５%以下 ＪＩＳ  Ｋ １４７４ 

６．ﾍﾞﾝｾﾞﾝ吸着力 ２４%以上 ＪＩＳ  Ｋ １４７４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

別表３０－１ 妻子原浄水場植木剪定業務範囲  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市道 正門 

配水池 

非 常 用 
発電機室 

通用門 

裏門 

駐車場 

駐車場 

玄関 

駐車場 

スギ       球形 Ｈ＝0.9未満   １株 
アセビ      円筒形 Ｈ＝2～2.9  23本 
サカキ      Ｃ＝30未満        3本 
モッコク     Ｃ＝30～59        3本 
モッコク     Ｃ＝60～89        1本 
キンモクセイ生垣 Ｈ＝2～2.9      4m 

タマイブキ    球形 H＝0.9未満    7株 
シャリンバイ   円筒形 H=0.9未満   8株 
ドウダンツツジ  球形 H=0.9未満    1株 
サツキ       円筒形 H=0.9未満  26株 
ゴヨウマツ     C=30未満           2本 

モッコク Ｃ＝30～59  6本 
混植    寄せ植え   60㎡ 

モッコク  Ｃ＝30～59  2本 
ナンテン 寄せ植え    5㎡ 
混植    寄せ植え   26㎡ 

混植    寄せ植え  38㎡ 
モッコク Ｃ＝30未満 1本 マキ   Ｃ＝30～59   3本 

クスノキ Ｃ＝120～140 1本 

アセビ  円筒形 Ｈ＝0.9未満 10株 
アオキ                  7株 
モッコク 球形   Ｈ＝0.9未満  2本 

 

サンゴジュ  生垣   H=2～2.9      30m 
サツキ     円筒形 H＝0.9未満    2株  
サワラ     球形    H＝0.9未満   2株 
ケヤキ     C=120～149           1本 

 

サザンカ   円筒形 H=1～1.9   1株 
サンゴジュ 生垣    H＝2～2.9 17m 

 

混植 寄せ植え ７㎡  

混植 寄せ植え 55㎡  

混植      寄せ植え  31㎡ 
クロマツ   C=30未満  1本 
クロマツ   C=60～89  1本 
ハナズオウ C=30未満  1本  

チャボヒバ  Ｃ＝30～59  1本 
クスノキ Ｃ＝180～209   1本  

アセビ    円筒形 H=0.9未満 10株 
アオキ                  6株 

 

サンゴジュ 生垣 H=2～2.9  10.5m 
スギ           C=30～59  1本 

サンゴジュ   生垣 Ｈ＝2～2.9      20m 
サツキ      円筒形 Ｈ＝0.9未満  16株 
クチナシ     円筒形 Ｈ＝0.9未満   1株 
ナンテン   円筒形 Ｈ＝0.9未満     2株 
ケヤキ     C=120～149           1本 
マテバシイ C=120～149            1本 
エノキ   C==120～149            1本 

ドウダンツツジ 生垣     34.9ｍ  

カンツバキ   球形 Ｈ＝0.9未満 1株 
ユッカ                   1株 
ドウダンツツジ 生垣         27.5m 

サンゴジュ  生垣 Ｈ＝2～2.9 6.8ｍ  

アカマツ     C=30～59          1本 
サンゴジュ   生垣 H=2～2.9      26.5m 
シャリンバイ 円筒形 H=0.9未満   1株 
ナンテン    円筒形 H=0.9未満   3株 
ナンテン    寄せ植え           6.25㎡ 
サクラ       C=60～89          3本 
クロマツ     C=30～59           1本 
アカマツ    C=30未満          1本 

クロマツ    Ｃ＝30未満          1本 
タマイブキ   球形 Ｈ＝0.9未満   8株 
アジサイ     球形 Ｈ＝0.9未満   1株 
シャリンバイ 円筒形 Ｈ＝0.9未満 3株 
サツキ      寄せ植え           13㎡ 
ツゲ       寄せ植え            １㎡ 
クチナシ     円筒形 Ｈ＝0.9未満 4株 

 

 



93 

別表３０－２ 湖北台浄水場植木剪定業務範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏門 

正

門 

非常用 
発 電 
設 備 

着水井 

１階 ポンプ室 
２階 操 作 室 １階 電気室 図書館 

マキ           Ｃ＝30～59     1本 
カイヅカイブキ    Ｃ＝60～89      9本 
キンモクセイ     中木Ｈ＝3～3.9   1本 
モチ           Ｃ＝30～59      2本 
キャラ         球形・仕立物     1本 
ヒマラスギ       Ｃ＝90～119     2本 
ハマヒサカキ     寄せ植え         10㎡ 

ベニカナメモチ 中木Ｈ＝2～2.9 9本 
ウバメガシ    中木 H＝2～2.9 9本 

カイヅカイブキ Ｃ＝60～89   41本 
ヒマラヤスギ  Ｃ＝90～119  16本 

クサツゲ      寄せ植え  5.85㎡ 
ドウダンツツジ  寄せ植え   6.5㎡ 

ベニカナメモチ 中木Ｈ＝2～2.9  25本 
ウバメガシ    中木Ｈ＝2～2.9  9本 
クロガネモチ  中木Ｈ＝2～2.9  20本 

 

ベニカナメモチ 中木Ｈ＝2～2.9 11本 
ウバメガシ    中木Ｈ＝2～2.9 18本 

カイヅカイブキ Ｃ＝ ～30未満 32本 

カイヅカイブキ Ｃ＝60～89  42本 

ツゲ Ｃ＝30～59  2本 

カイヅカイブキ Ｃ＝60～89 50本 

ナンテン  Ｃ＝30未満   3株 
シュロ    Ｃ＝60～89   2本 
ヤマモモ  Ｃ＝90～119  1本 
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別表３０－３ 久寺家浄水場植木剪定業務範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配水池 

正門 

非常用発電機室 

玄関 

配水ポンプ室 

ドウダンツツジ 円筒形 H=1～1.9  70本 
サツキツツジ  円筒形 H=0.9未満 58本 

オオムラサキツツジ 球形 H=0.9未満 6本 

キンモクセイ   中木 H＝2～2.9 3本 
タチカンツバキ 中木 H＝2～2.9 1本 
ドウダンツツジ 寄せ植え      17本 

タマイブキ 球形 H＝0.9未満 3本 

 

ツゲ         C=30～59     1本 
タチカンツバキ 中木 H＝2～2.9 1本 
キンモクセイ   C=60～89      1本 

タマイブキ 球形 H＝0.9未満 2本 

サルスベリ         C=30～59       7本 
ヒマラヤスギ       C＝60～89       3本 
オオムラサキツツジ 球形 H＝0.9未満 10本 

サルスベリ    C=30～59    4本 
ヒマラヤスギ  C＝60～89  3本 
カキ       C＝30～59  1本 
タチカンツバキ 中木 H2～2.9 1本 
オオムラサキツツジ 球形 H＝0.9未満 7本 

サワラ        C=30～59       1本 

サツキツツジ  寄せ植え       20㎡ 
ドウダンツツジ 球形 H=0.9未満 1本 

オオムラサキツツジ 球形 H＝0.9未満 5本 

サルスベリ   C=30～59 3本 
ヒマラヤスギ C=60～89 1本 
オオムラサキツツジ 球形 H＝0.9未満 6本 
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図１ 取受水配水系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

北千葉広域 

    水道企業団 深井戸１０本 

配水池 

浄水池 

配水池 

配水池 

次亜注入設備 

着水井 

オゾン 

接触槽 
活性炭 

ろ過機 

ろ過原水 

ポンプ井 

 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

久寺家浄水場 妻子原浄水場 湖北台浄水場 

市 内 配 水 

Ｐ 

（専用水道） 

湖北台団地 

Ｐ 
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図２ 妻子原浄水場施設フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φ250×200×5.63m
3
/分×H23m×4台 

（定速 37kW×2台、可変速 45kW×2台） 

北

千

葉

広

域

水

道

企

業

団 

Ｐ１ 

Ｐ２ 

Ｐ３ 

Ｐ４ 

Ｐ 

Ｐ１ 

Ｐ２ 

Ｐ３ 

Ｐ４ 

浄 水 受 水 

Q＝21,900m
3
/日 

浄 水 
V＝2，744m

3
 

有効水深 4m 

配  水  池 

（ＰＣタンク） 

V＝7，300m
3
 

有効水深 25.0m 

配水地区名 

高野山、柴崎、柴崎台、 

青山、青山台、南青山、 

天王台、若松、白山、泉、

栄、岡発戸、下ヶ戸、 

東我孫子 

湖北台浄水場へ送水 

Q＝4,400m
3
/日 

※ Q＝流量は、計画最大流量 

Q＝17,500m
3
/日 

送 水 ポ ン プ 

φ250×200×5.63m
3
/分×H23m×37kW×1台 

配 水 ポ ン プ 

浄 水 ポ ン プ 

φ200×4.76m
3
/分×H35m×45kW×4台 

自家発電設備 
ディーゼル 
出力 625kVA 

1台 
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 図３ 湖北台浄水場施設フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Q＝19,600m
3

/日 

深井戸取水量 

妻子原浄水場から 

受水 

Q＝4,400m
3

/日 

自家発電設備 

ガスタービン 

出力 1,000kVA 

1 台 

配水池 V＝7,380m
3

 

 

Ｐ１ 

Ｐ２ 

Ｐ３ 

Ｐ４ 

屋外自立型 

一軸偏芯ポンプ方式 

1.4L～36L/時×3 台 

排オゾン分解塔 
オ ゾ ン 
発生装置 

Ｐ５ 

次亜塩素注入地点 

※ Q＝流量は、計画最大流量 

Q＝24,000m
3

/日 

配水ポンプ×5 台 

（専用水道） 

独立行政法人 

都市再生機構 

湖 北 台 団 地 V＝3,100m
3
 

Ｐ６ 

V＝2,140m
3
 

Ｐ５ 

Ｐ３ 

V＝2,140m
3
 

都、布佐、 

布佐平和台、 

布佐酉町、 

江蔵地、都部 

新木、古戸、 

日秀、中里、中峠 

中峠台、湖北台 

新木野、南新木 

Ｐ２ 

Ｐ公 

茨城県 

取手市 

取手及び 

小堀地区 

Ｐ１ 

ろ過原水ポンプ×6 台 

φ200×φ150×2.72m
3

/分×H15m×11kW  (13.62m
3

/分) 

Ｐ Ｐ Ｐ 

φ250×φ200×5.76m
3
/分×H48m×75kW×2 台（可変速） 

φ250×φ200×5.85m
3
/分×H48m×75kW×3 台（固定速） 

次亜塩素注入地点（高度処理系） 

洗
浄
排
水 

活性炭ろ過機×6 機 

φ3.3m×H6m×6 機 

 容量 51.3m
3
/機 

（活性炭層 2m 17.1m
3
/機） 

オゾン 
接触槽 

ろ過原水 

ポンプ井 

V＝258m
3

 V＝400m
3

 

洗浄排水ポンプ×4 台 

Ｐ Ｐ 

下
水 

ろ過機１ 

ろ過機２ 

ろ過機３ 

ろ過機４ 

ろ過機５ 

ろ過機６ 

次亜塩素貯留槽 

4 ㎥/槽×2 

着 水 井 Ｐ６ 

 

深井戸 

No.1 

No.2 

No.3 

No.4 

No.5 

No.6 

No.7 

No.8 

No.9 

No.11 

深井戸(予備） 

 No.10 

No.12 

No.13 

V＝356m
3

 Ｐ Ｐ 

洗浄排水槽 

V=190 ㎥ 0.07 ㎥/分×2台 

0.57 ㎥/分×2台 
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図４ 高度浄水処理（オゾン・活性炭処理）施設フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 名   称 容   量 数量 

  ① 着水井   356m3／池 10 分滞留（178m3×2 池） 2 池 

  ② オゾン発生装置   2.5kgO3／時台  2 台 

  ③ オゾン接触槽   258m3／槽  13 分滞留 2 槽 

  ④－1 排オゾン分解塔   420kgAC／塔 2 塔 

  ④－2 排オゾン分解塔   495kgAC／塔 1 塔 

  ⑤ ろ過原水ポンプ井   200m3／槽  30 分滞留 2 槽 

  ⑥ ろ過原水ポンプ   2.72m3／分台 6 台 

  ⑦ 活性炭ろ過機   51.3m3／機 6 機 

  ⑧ 次亜塩素注入ポンプ   1.4L～36.0L／時 3 台 

  ⑨ 次亜塩素貯留槽   4m3／槽     2 槽 

  ⑩ 洗浄排水槽   190m3      １日分を貯留 1 槽 

  ⑪ 洗浄排水ポンプ   0.07m3／分台(2 台)、0.57m3／分台(2 台) 4 台 

⑦活性炭ろ過機 

深井戸原水 

①着水井 

排オゾン分解塔 

④－１ ④－２ 

Ｐ 

⑤ろ過原水ポンプ井 ⑥ろ過原水ポンプ 

②オ ゾ ン発生装置 

③オゾン接触槽 

⑧次亜塩素 
注入ポンプ 

⑨次亜塩素 
貯留槽 

Ｐ 

公共 下水道 ⑪洗浄排水ポンプ 

⑩洗浄排水槽 

Ｐ 

洗浄排水 

浄 水 

ろ過 
機４ 

ろ過 
機５ 

ろ過 
機６ 

ろ過 
機１ 

ろ過 
機２ 

ろ過 
機３ 

配 水 池 

Ｐ 

配 水 
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図５ 久寺家浄水場施設フロー図 

 

 

配  水  池 

（ＰＣタンク） 

V＝5，770m
3

 

有効水深 19.0m 

φ200×φ150×3.75㎥/分×H52m×3台 
φ200×φ150×4.47㎥/分×H52m×2台 
 (定速 55kW×3台、可変速 75kW×2台) 

配 水 ポ ン プ 

北

千

葉

広

域

水

道

企

業

団 

Q＝14,500㎥/日 

浄 水 受 水 

自家発電設備 
ガスタービン 
出力 750kVA 

1台 
※ Q＝流量は、計画最大流量 

Q＝14,500m
3
/日 

Ｐ１ 

Ｐ２ 

Ｐ３ 

Ｐ４ 

Ｐ６ 

配水地区名 

    船戸、台田 

  つくし野、並木、 

  寿、緑、本町、 

  我孫子、布施、 

  久寺家、根戸  


